
受
領
考
課
制
度
の
成
立
と
展
開

40 （184）

寺

内

浩

【
要
約
】
　
令
制
本
来
の
国
司
考
課
制
度
は
、
鼠
司
四
等
官
全
員
を
対
象
と
し
、
国
政
全
般
を
評
価
の
基
準
と
し
て
行
わ
れ
た
。
し
か
し
、
八
世
紀
末
以
降
、

調
庸
の
違
期
・
未
進
や
正
税
の
欠
負
な
ど
、
令
制
本
来
の
地
方
支
配
が
次
第
に
困
難
と
な
り
、
ま
た
、
国
政
に
関
す
る
権
限
や
責
務
が
受
領
に
集
中
し
て
、

任
用
は
国
政
か
ら
疎
外
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
結
果
、
国
司
の
考
課
制
度
も
大
き
く
変
化
し
、
仁
和
四
年
官
符
を
契
機
と
し
て
、
受
領
の
み
を
対
象
と
し
、

調
庸
・
雑
米
な
ど
の
財
政
的
な
事
柄
を
評
価
の
基
準
と
し
て
、
貴
任
範
囲
を
任
中
分
に
限
定
し
た
新
し
い
考
課
制
度
、
す
な
わ
ち
受
領
考
課
制
度
が
成
立

す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
解
由
制
度
の
維
持
が
困
難
と
な
る
な
か
で
、
天
慶
八
年
（
九
四
五
）
に
は
任
意
に
お
け
る
国
内
の
正
税
官
物
の
増
減
の
有
無

も
評
価
の
基
準
に
加
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　
し
か
し
、
現
実
に
は
調
庸
・
重
患
惣
返
抄
や
正
税
帳
な
ど
の
公
文
を
規
定
通
り
に
勘
済
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
り
、
延
喜
一
五
年
（
九

一
五
）
に
な
る
と
受
領
功
過
定
が
始
ま
り
、
主
計
・
主
税
寮
か
ら
大
言
文
が
提
出
さ
れ
て
、
前
司
の
成
績
と
の
相
対
的
評
価
で
も
っ
て
考
課
が
行
わ
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
一
〇
世
紀
後
半
に
な
る
と
現
実
の
貢
納
を
伴
わ
な
い
ま
ま
調
庸
・
雑
米
惣
返
抄
や
正
税
帳
な
ど
の
公
文
を
勘
済
す
る
受
領

鋪
鋤
簾
藪
鐸
鑓
蕪
蘭
難
霧
鱗
薙
髪
漿
嘱
吻
誌
細
縫
欝
欝
駿
烈

構
造
の
再
編
成
を
余
儀
な
く
さ
れ
、
最
低
限
必
要
な
も
の
に
つ
い
て
は
華
分
・
斎
院
禮
祭
料
な
ど
と
し
て
、
あ
る
い
は
成
功
に
よ
っ
て
確
保
す
る
よ
う
に

な
っ
た
。
受
領
功
過
定
で
の
審
議
項
目
の
増
加
は
こ
う
し
た
政
府
の
財
政
政
策
の
転
換
と
連
関
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
史
林
　
七
五
巻
二
号
　
一
九
九
二
年
三
月

は
　
じ
　
め
　
に

平
安
時
代
の
受
領
と
い
え
ば
、
「
尾
張
国
郡
司
百
姓
等
解
文
」
の
藤
原
元
命
や
『
今
昔
物
語
集
』
の
藤
原
陳
忠
な
ど
、
食
欲
な
微
税
吏
の
印



象
が
一
般
的
に
は
強
い
が
、
当
時
の
国
家
財
政
運
営
が
そ
う
し
た
受
領
の
活
動
を
前
提
と
し
て
成
り
立
っ
て
い
た
こ
と
か
ら
も
知
ら
れ
る
よ
う

に
、
受
領
が
平
安
時
代
の
国
家
支
配
に
果
た
し
た
役
割
は
決
し
て
小
さ
い
も
の
で
は
な
い
。
従
っ
て
、
受
領
に
つ
い
て
は
さ
ま
ざ
ま
な
角
度
か

ら
客
観
的
に
検
討
を
加
え
る
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
本
稿
は
、
こ
う
し
た
受
領
研
究
の
一
環
と
し
て
、
受
領
に
対
す
る
考
課
の
あ
り
方
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

す
な
わ
ち
受
領
考
課
制
度
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

　
さ
て
、
受
領
考
課
制
度
に
つ
い
て
は
こ
れ
ま
で
受
領
功
過
定
を
中
心
に
考
察
が
な
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
概
要
は
す
で
に
明
ら
か
と
な
っ
て
い

る
。
た
だ
、
細
部
に
つ
い
て
は
不
明
の
点
も
多
く
、
さ
ら
に
検
討
を
加
え
る
余
地
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
以
下
で
は
、
従
来
の
研
究
成
果
を

蹄
ま
え
つ
つ
、
第
一
章
で
は
受
領
考
課
制
度
の
成
立
過
程
、
第
二
章
で
は
受
領
考
課
制
度
の
特
質
及
び
そ
の
展
開
過
程
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
、

い
と
思
う
。
検
討
の
結
果
、
受
領
考
課
制
度
の
全
体
像
が
よ
り
明
確
に
な
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

　
①
　
九
世
紀
末
に
成
立
す
る
受
領
を
対
象
と
し
た
新
し
い
考
課
糊
度
を
、
令
制
本
来
　
　
　
　
　
一
一
世
紀
の
受
領
と
中
央
政
府
」
（
『
史
学
雑
誌
』
九
六
i
九
、
　
一
九
八
七
年
）
、

　
　
の
国
司
考
課
綱
度
と
区
別
し
て
、
受
領
考
課
制
度
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
大
津
透
「
摂
関
期
の
国
家
論
に
向
け
て
」
（
『
山
梨
大
学
教
育
学
部
研
究
報
此
昌
三

　
②
　
福
井
俊
彦
「
受
領
功
過
定
に
つ
い
て
」
（
『
対
外
関
係
と
社
会
経
済
』
、
塙
設
房
、
　
　
　
　
九
、
一
九
八
八
年
）
、
梅
村
喬
『
日
本
古
代
財
政
組
織
の
研
究
』
（
一
九
八
九
年
、

　
　
一
九
六
八
年
）
、
同
「
受
領
功
過
定
の
実
態
」
（
『
史
観
』
八
八
、
一
九
七
四
年
）
、
　
　
　
　
　
吉
川
弘
文
館
）
な
ど
。

　
　
岡
『
交
替
式
の
研
究
』
（
一
九
七
八
年
、
吉
川
弘
文
館
）
、
佐
々
木
宗
雄
コ
○
～

受領考課制度の成立と展開（寺内）

第
隔
章
受
領
考
課
制
度
の
成
立

鳳
　
令
制
の
国
司
考
課
制
度

　
ま
ず
最
初
に
、
令
制
本
来
の
国
司
考
課
制
度
に
つ
い
て
み
て
お
こ
う
。

　
考
課
令
内
外
官
省
に
よ
る
と
、
国
司
の
毎
年
の
考
課
は
長
富
が
属
官
を
貸
し
て
九
等
第
に
定
め
、
畿
内
は
一
〇
月
一
日
ま
で
に
、
外
国
は
朝

集
使
に
付
し
て
一
一
月
一
日
ま
で
に
国
文
が
太
政
宮
に
送
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
た
だ
し
、
国
司
の
長
官
に
つ
い
て
は
、
『
令
集
解
』
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考
課
営
内
外
官
条
穴
説
及
び
下
説
に
「
問
、
送
二
長
官
忌
日
行
事
一
日
、
注
二
善
最
一
哉
、
答
、
不
レ
合
レ
注
、
止
注
二
上
日
盛
事
心
耳
」
、
「
問
、
八
省

長
官
考
、
及
光
二
所
管
一
諸
司
諸
国
長
官
考
第
、
何
人
之
所
レ
定
、
答
、
依
二
下
文
ハ
申
二
送
官
一
後
、
下
二
式
部
伍
々
々
校
定
、
色
筆
墨
レ
記
進
レ
官
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

々
三
位
奏
裁
、
五
位
量
定
奏
聞
、
六
位
以
下
、
省
定
二
考
第
一
申
送
耳
」
と
あ
り
、
国
司
の
長
官
は
「
上
日
行
事
」
だ
け
が
報
告
さ
れ
、
六
位
以

下
な
ら
ば
、
気
部
省
が
考
第
を
定
め
、
四
・
五
位
は
太
政
官
が
量
定
し
て
奏
聞
、
三
位
以
上
は
欝
欝
と
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
し
て
、
成
選
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

に
な
る
と
、
六
位
以
下
は
機
械
的
に
結
階
さ
れ
る
が
、
五
位
以
上
は
勅
授
で
あ
る
か
ら
、
太
政
官
が
考
第
を
定
め
、
結
階
せ
ず
に
奏
さ
れ
た
。

　
考
課
に
際
し
て
は
、
四
つ
の
善
と
「
強
二
済
諸
事
ハ
粛
二
清
濁
部
二
と
い
う
国
司
の
最
が
基
本
と
な
る
が
、
国
司
の
場
合
は
そ
れ
に
加
え
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

戸
口
や
田
地
の
増
減
に
よ
っ
て
考
第
を
昇
降
す
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
近
隣
の
国
司
監
察
の
た
め
に
養
老
三
年
（
七
一
九
）
に
設

置
さ
れ
た
按
察
使
に
お
い
て
は
、
「
在
レ
職
公
平
、
立
レ
身
清
潔
」
・
「
盲
断
合
レ
理
、
獄
訟
無
レ
冤
」
・
「
籍
帳
皆
実
、
戸
口
無
レ
遺
」
・
「
繁
二
殖
戸
ロ
バ

増
二
益
調
庸
こ
・
「
温
温
課
農
桑
ハ
回
盲
家
給
」
・
「
在
レ
官
憲
濁
、
処
レ
事
不
平
」
・
「
容
二
縦
子
弟
ハ
請
託
公
行
」
・
「
嗜
レ
酒
沈
魚
、
回
遊
無
レ
度
」
．

「
漣
逃
在
レ
境
、
濾
滞
不
レ
帰
」
・
「
騨
行
二
三
態
ハ
以
求
二
名
官
一
」
の
一
〇
ケ
条
が
「
絵
具
堂
廊
再
呈
条
」
と
さ
れ
て
お
り
、
考
課
の
際
の
評
価
基

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

準
が
国
政
全
般
に
及
ん
で
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

　
な
お
、
こ
う
し
た
国
司
の
考
課
に
際
し
て
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
の
が
巡
察
使
以
下
の
中
央
派
遣
の
使
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
巡
察
使

は
職
員
令
太
政
官
条
の
巡
察
使
の
注
に
「
掌
、
巡
二
雄
町
碧
山
不
二
常
置
一
応
二
須
巡
察
ハ
権
於
二
内
外
官
一
律
二
清
正
灼
然
者
一
曹
、
巡
察
事
条
縦

使
人
数
、
臨
時
量
定
」
と
あ
り
、
諸
国
の
巡
察
が
職
掌
と
さ
れ
て
い
る
が
、
具
体
的
に
は
、
国
司
の
政
　
を
監
察
し
、
そ
の
重
陽
を
行
う
こ
と

が
主
要
な
任
務
の
　
つ
で
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
、
和
銅
五
年
（
七
＝
一
）
に
、
以
後
毎
年
巡
察
使
を
派
遣
し
、
国
内
の
豊
倹
得
失
を
検
校
さ
せ
る

こ
と
に
な
っ
た
が
、
そ
の
際
「
凡
国
司
、
毎
年
実
二
録
宮
人
等
功
過
行
触
井
景
泌
ハ
皆
附
二
考
状
ハ
申
二
送
式
部
省
ハ
省
思
レ
勘
二
会
巡
察
所
見
一
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

と
い
う
よ
う
に
、
国
司
の
報
告
と
巡
察
使
の
所
見
を
勘
会
さ
せ
て
い
る
。
ま
た
、
天
平
宝
字
二
年
（
七
五
八
）
に
は
国
司
の
任
期
が
六
年
に
な
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

が
、
そ
こ
で
は
「
其
毎
レ
至
一
’
三
年
ハ
遣
二
巡
察
二
幅
推
二
検
政
　
ハ
慰
二
問
民
憂
ハ
待
レ
満
二
両
廻
（
随
レ
状
勲
陸
」
と
さ
れ
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
国
司
の
考
課
に
お
い
て
巡
察
使
以
下
の
使
が
果
た
す
役
割
は
大
き
い
の
だ
が
、
と
り
わ
け
、
「
上
口
行
事
」
だ
け
が
進
上
さ
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れ
、
考
定
は
式
部
省
や
太
政
官
で
な
さ
れ
る
国
司
長
官
の
場
合
は
、
そ
う
し
た
使
の
報
告
が
考
課
に
大
き
く
影
響
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
ま

た
、
戸
口
・
田
地
の
増
減
や
中
央
貢
進
物
の
進
未
進
な
ど
は
公
文
を
通
じ
て
監
査
も
可
能
だ
が
、
国
司
の
任
務
は
多
岐
に
わ
た
っ
て
お
り
、
し

か
も
都
か
ら
遠
く
離
れ
た
任
地
に
お
け
る
国
司
の
行
状
を
把
握
す
る
た
め
に
は
、
巡
察
使
以
下
の
使
は
不
可
欠
の
存
在
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

二
　
令
制
の
国
司
考
課
制
度
の
変
化

受領考課制度の成立と展開（寺内）

　
令
制
本
来
の
国
司
考
課
制
度
に
つ
い
て
述
べ
て
き
た
が
、
総
じ
て
言
え
ば
、
そ
れ
は
国
司
四
等
官
全
員
に
対
し
、
国
内
の
治
政
全
般
を
評
価

基
準
と
し
て
行
わ
れ
、
考
課
に
際
し
て
は
巡
察
使
な
ど
の
中
央
派
遣
の
使
が
重
要
な
役
割
を
は
た
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
と
こ
ろ

が
、
八
世
紀
末
以
降
こ
う
し
た
国
司
考
課
制
度
に
変
化
が
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

　
そ
の
一
つ
が
、
国
務
に
関
す
る
権
限
や
責
務
が
受
領
に
集
中
し
た
結
果
、
考
課
の
対
象
が
受
領
に
限
定
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

　
八
世
紀
末
に
な
る
と
、
正
税
官
物
の
算
筆
や
調
庸
の
未
進
が
多
く
な
る
な
ど
、
令
制
本
来
の
地
方
政
治
が
次
第
に
困
難
と
な
る
の
だ
が
、
政

府
は
受
領
に
権
限
や
責
務
を
集
中
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
こ
れ
に
対
処
し
よ
う
と
し
た
。
た
と
え
ば
、
調
庸
の
未
進
は
、
延
暦
段
階
で
は
国
司
史

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

生
以
上
が
公
癖
稲
で
も
っ
て
補
填
し
て
い
た
の
だ
が
、
仁
寿
二
年
（
八
五
二
）
に
な
る
と
、
「
錐
下
思
レ
式
不
レ
備
、
責
在
4
・
奉
レ
使
之
小
吏
無
押
レ
法

不
レ
勤
、
罪
帰
二
執
事
専
属
長
一
」
と
の
理
由
で
、
未
進
が
あ
れ
ば
貢
調
使
を
帰
国
さ
せ
、
官
長
と
と
も
に
未
進
を
催
督
す
る
と
と
も
に
公
館
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

も
っ
て
弁
備
し
、
翌
年
ま
で
に
究
納
し
な
い
と
き
は
使
と
官
長
の
公
癬
一
年
分
を
没
収
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
つ
ま
り
、
調
庸
の
貢
納
責
任
は

受
領
と
使
が
負
い
、
在
国
の
任
用
は
そ
れ
か
ら
解
放
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
そ
し
て
仁
和
四
年
（
八
八
八
）
に
な
る
と
、
任
中
の
調
庸
未
進
が
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

れ
ば
受
領
の
解
由
を
任
ず
る
と
し
、
任
用
の
責
任
は
全
く
問
わ
れ
な
く
な
っ
た
。
九
世
紀
中
葉
以
降
、
受
領
の
貢
納
責
任
は
次
第
に
重
く
な
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

の
だ
が
、
九
世
紀
末
に
至
る
と
、
「
至
下
商
界
レ
取
二
返
抄
噛
不
レ
華
中
公
文
b
則
怠
在
二
長
官
ハ
覆
輪
二
任
用
一
」
と
い
う
よ
う
に
、
調
庸
の
貢
納
責
任

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

は
受
領
一
人
が
負
う
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
他
裁
判
権
な
ど
で
も
様
相
は
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
り
、
「
凡
一
国
興
廃
、
唯
繋
二
官
長
ハ
庶
務

　
　
　
　
　
　
　
⑭
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

理
乱
、
非
レ
由
二
佐
職
こ
と
あ
る
よ
う
に
、
九
世
紀
を
通
じ
て
受
領
は
そ
の
権
力
を
強
め
る
の
に
対
し
、
任
用
は
、
「
任
用
之
吏
、
政
無
灘
自
由
こ
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と
さ
れ
、
次
第
に
国
政
か
ら
疎
外
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。

　
そ
し
て
、
こ
う
し
た
受
領
へ
の
権
力
の
集
中
と
任
用
の
国
政
か
ら
の
疎
外
は
、
当
然
の
事
な
が
ら
国
司
の
考
課
制
度
に
大
き
な
変
革
を
も
た

ら
し
、
考
課
の
対
象
は
次
第
に
受
領
に
限
定
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。

　
天
長
元
年
（
八
二
四
）
に
次
の
よ
う
な
官
符
が
出
さ
れ
て
い
る
。

　
　
太
政
官
符

　
　
　
一
、
択
二
良
吏
一
事

　
　
右
検
二
右
大
臣
奏
状
一
弥
、
臣
聞
、
登
レ
賢
聖
レ
任
、
為
レ
化
西
大
方
、
審
レ
官
授
レ
才
、
経
レ
国
之
要
務
、
今
諸
国
牧
宰
、
或
欲
下
崇
二
修
治
化
「
樹
中
之
風
声
島

　
　
測
拘
工
於
法
律
h
不
レ
得
一
一
男
呼
噛
郡
国
診
痒
、
職
此
暴
評
、
伏
望
、
妙
簡
延
清
公
美
才
ハ
以
諸
県
諸
国
守
介
ハ
其
新
線
守
介
、
則
特
賜
二
引
見
ハ
勧
雛
喩
治
方
ハ

　
　
因
加
二
等
物
ハ
既
而
政
績
有
レ
著
、
加
一
一
増
寵
爵
「
公
卿
有
レ
閾
、
随
遠
耳
用
、
又
反
レ
経
制
レ
宜
、
勤
不
レ
為
レ
識
者
、
将
下
従
二
寛
恕
「
無
レ
身
中
文
法
上
者
、
依
レ

　
　
奏
。

　
　
　
一
、
遣
二
巡
察
使
一
事

　
　
右
同
前
奏
状
弥
、
古
者
分
二
遣
八
使
ハ
巡
二
行
風
俗
h
考
二
牧
宰
之
治
否
一
問
二
人
民
之
疾
苦
ハ
所
二
以
宜
レ
風
展
レ
義
挙
レ
善
弾
7
愚
直
、
伏
望
、
量
二
遣
早
使
ハ

　
　
考
二
其
治
否
一
者
、
依
レ
奏
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
中
略
）

　
　
以
前
意
見
奏
状
、
依
工
今
月
八
日
詔
書
一
頒
下
如
レ
件
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

　
　
　
　
天
長
元
年
八
月
二
十
曝

　
前
者
は
、
良
吏
を
国
司
に
任
じ
、
政
績
が
よ
け
れ
ば
加
階
し
、
後
者
は
、
そ
の
国
司
の
治
否
を
考
ず
る
た
め
に
巡
察
使
を
派
遣
す
る
と
し
た

　
　
　
　
⑰

も
の
で
あ
る
。
九
世
紀
に
な
る
と
、
受
領
へ
の
権
力
集
中
を
背
景
に
、
受
領
に
地
方
政
治
を
一
任
す
る
い
わ
ゆ
る
「
良
吏
政
治
」
が
展
開
さ
れ

　
　
　
⑱

る
の
だ
が
、
そ
う
し
た
受
領
一
良
吏
の
考
課
方
法
を
定
め
た
も
の
が
本
官
符
で
あ
る
。
従
っ
て
、
こ
こ
で
問
題
に
さ
れ
て
い
る
の
は
受
領
の
み
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受領考課湖度の成立と展開（寺内）

　
　
⑲
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

で
あ
り
、
任
用
は
そ
の
対
象
外
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
官
符
に
よ
り
任
用
の
考
課
が
否
定
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
受
領
に
対
し
て
の

み
「
其
新
除
霜
介
、
則
特
賜
二
引
見
ハ
勧
二
喩
治
方
ハ
因
加
二
贈
物
ハ
既
而
政
績
有
レ
著
、
加
二
塁
寵
爵
ハ
公
卿
有
レ
閾
、
随
引
証
用
」
と
い
っ
た
考

課
方
法
が
採
用
さ
れ
た
こ
と
は
、
受
領
の
国
政
に
果
た
す
役
割
が
大
き
く
な
る
に
つ
れ
、
国
司
の
考
課
も
受
領
に
の
み
焦
点
が
あ
て
ら
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
二
つ
め
は
、
考
課
の
際
の
評
価
基
準
の
変
化
で
あ
る
。
延
暦
五
年
（
七
八
六
）
に
国
司
に
対
し
て
「
量
輔
一
其
状
　
ハ
随
レ
事
疑
煕
」
た
め
に
出
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
⑳
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

れ
た
一
六
ケ
条
の
条
例
、
あ
る
い
は
火
同
四
年
（
八
〇
九
）
の
観
察
使
起
請
一
六
条
な
ど
は
、
国
司
の
治
政
全
般
に
及
ぶ
も
の
で
あ
り
、
従
来
通

り
総
合
的
な
観
点
か
ら
考
課
を
行
お
う
と
し
て
い
た
様
子
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
そ
の
一
方
で
、
正
税
官
物
の
欠
員
や
調
庸

の
未
進
の
問
題
化
と
と
も
に
、
そ
れ
ら
の
有
無
で
も
っ
て
褒
疑
を
な
そ
う
と
す
る
動
き
が
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。

・
「
自
今
以
後
、
若
有
二
未
進
雑
米
口
無
レ
高
調
多
少
ハ
国
司
史
生
已
上
、
堪
忍
二
落
語
一
国
為
二
官
物
ハ
憲
典
己
上
、
並
即
疑
レ
考
、
専
当
金
貝
、
解
二

三
見
任
こ

・
「
其
在
外
国
司
、
重
慶
二
朝
委
細
或
未
レ
知
新
欠
倉
ハ
且
用
二
公
癖
ハ
畑
鼠
レ
畏
二
憲
網
田
難
漁
二
百
姓
ハ
雲
量
二
二
其
姦
濫
尤
著
者
ハ
秩
難
レ
未
レ
満
、

　
　
　
　
⑳

随
レ
事
既
降
」

・
「
宜
下
智
二
大
蔵
省
靴
音
三
所
レ
貢
調
庸
等
物
、
全
好
濫
悪
之
品
、
井
見
進
未
進
、
最
期
過
等
等
事
、
国
別
細
勘
、
具
録
上
奏
無
意
期
下
限
月
後

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

珊
日
内
一
奏
尽
、
即
当
下
随
レ
事
難
陽
、
以
励
二
将
来
ハ
兼
下
一
一
刑
部
ハ
依
レ
法
科
処
と

　
こ
れ
ら
は
そ
れ
ぞ
れ
正
税
嘗
物
の
欠
負
、
調
庸
・
雑
米
の
未
進
を
評
価
の
指
標
に
し
ょ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
承
和
九
年
（
八
四
二
）

に
は
次
の
よ
う
な
宣
も
鳩
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
右
大
臣
宣
、
民
部
省
毎
年
五
月
七
日
、
所
山
勘
申
一
諸
国
大
未
進
帳
小
来
進
帳
、
著
二
見
任
国
司
功
過
ハ
盃
レ
可
二
量
器
ハ
堪
レ
為
二
証
験
ハ
宜
レ
令
三
弁
官
入
二

　
　
　
外
記
ハ
立
為
一
一
永
例
一
者
。

　
　
　
　
承
和
九
年
九
月
廿
二
日
　
　
　
　
　
　
大
外
記
山
代
氏
益
奉
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こ
の
よ
う
に
、
八
世
紀
末
以
降
、
正
税
官
物
の
欠
負
や
調
庸
の
未
進
が
政
治
問
題
化
す
る
に
と
も
な
い
、
考
課
に
際
し
て
は
財
政
的
な
事
柄

が
次
第
に
大
き
な
比
重
を
占
め
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
そ
し
て
こ
う
し
た
結
果
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
九
世
紀
末
以
降
調
庸
・
雑
米
の
進
未
進
、
正
税
官
物
の
欠
負
の
有
無
に
よ
っ
て
受
領
の
考
課

が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
だ
が
、
そ
の
前
提
の
一
つ
と
し
て
注
意
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
の
が
巡
察
使
以
下
の
中
央
派
遣
の
使
の
停
止
で
あ

る
。
こ
う
し
た
使
は
八
世
紀
に
は
頻
繁
に
出
さ
れ
て
い
た
の
だ
が
、
天
長
年
問
に
派
遣
さ
れ
た
巡
察
使
以
降
は
史
料
上
に
ほ
と
ん
ど
姿
を
み
せ

な
く
な
る
の
で
あ
る
。
先
述
し
た
よ
う
に
、
国
司
の
考
課
に
は
、
正
税
帳
や
調
庸
帳
と
い
っ
た
公
文
を
通
じ
て
知
ら
れ
る
国
司
の
成
績
の
他
に
、

巡
察
使
な
ど
の
使
が
報
告
す
る
任
地
に
お
け
る
国
司
の
実
際
の
治
政
内
容
が
重
要
な
意
味
を
も
っ
て
い
た
。
と
り
わ
け
、
任
用
と
異
な
り
、
国

司
の
官
長
は
太
政
官
や
式
部
省
が
考
定
を
行
う
の
で
、
国
政
の
実
態
を
知
る
上
で
巡
察
使
な
ど
の
報
告
が
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
と
考

え
ら
れ
る
。
と
す
る
と
、
劇
画
の
停
止
は
、
こ
う
し
た
観
点
か
ら
の
考
課
を
困
難
と
し
、
そ
の
結
果
、
国
司
と
り
わ
け
官
長
の
考
課
は
国
司
の

治
政
一
般
を
対
象
と
す
る
も
の
か
ら
、
公
文
中
心
の
も
の
へ
の
変
化
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
遣
使
の
停
止
に
は
種
々
の
理
由
が
考
え

　
　
　
⑳

ら
れ
る
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
財
政
関
係
公
文
を
中
心
と
す
る
受
領
考
課
制
度
の
成
立
と
中
央
派
遣
の
使
の
停
止
と
は
密
接
に
関
連
し
て
い
た

と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
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三
　
受
領
考
課
制
度
の
成
立

　
八
世
紀
末
以
降
、
令
制
本
来
の
国
司
考
課
制
度
が
次
第
に
変
化
し
て
い
く
こ
と
を
述
べ
て
き
た
が
、
こ
う
し
た
動
き
を
集
約
し
、

領
考
課
制
度
が
成
立
す
る
上
で
画
期
的
な
意
義
を
有
す
る
の
が
次
に
掲
げ
る
仁
和
四
年
七
月
二
三
日
官
符
で
あ
る
。

　
　
太
政
官
符

　
　
　
応
レ
行
雑
事
二
条

　
　
　
一
、
応
レ
不
下
依
三
前
司
以
往
雑
事
未
二
弁
済
一
拘
申
絆
後
任
人
上
事

新
し
い
受



受領考課制度の成立と展開（寺内）

右
得
二
大
宰
大
弐
従
四
位
上
藤
原
朝
臣
保
則
解
状
一
弥
、
管
内
諸
国
、
調
庸
未
進
、
租
税
未
納
、
及
所
司
融
雪
、
種
々
雑
怠
、
触
レ
類
繁
多
、
前
司
分
付
之

日
、
野
司
具
三
二
不
与
解
由
状
三
幅
上
、
勘
解
由
使
勘
判
云
、
前
司
岡
任
後
任
、
相
共
弁
済
者
、
謹
案
二
勘
当
拝
受
御
三
以
往
之
怠
、
昔
在
二
時
詠
口
而
勘
判

之
例
、
延
及
雄
後
任
一
蓋
、
為
レ
令
三
後
任
之
二
選
ご
済
以
往
之
事
一
也
、
而
今
当
時
庶
務
、
座
前
直
営
弁
「
往
年
雑
怠
、
何
暇
豊
成
、
静
尋
二
事
理
「
知
一
一
吏
難
7

堪
、
何
者
或
国
司
忘
レ
身
絢
レ
国
、
無
レ
有
二
園
政
ハ
然
而
去
レ
任
之
日
、
猶
絆
一
一
前
事
噛
応
需
二
勤
惰
相
混
、
功
過
不
7
明
、
良
吏
沈
滞
、
職
此
之
由
、
或
国
司

到
レ
任
之
初
、
見
質
旧
累
難
ジ
可
レ
脱
、
給
餌
日
勤
レ
王
之
節
ハ
豊
成
二
二
レ
私
土
筆
ハ
望
二
其
二
曲
一
生
不
レ
可
レ
得
、
今
反
目
録
事
意
噛
討
一
論
利
害
ハ
与
三
其
空
責
二

以
往
之
怠
ハ
不
レ
如
手
先
勧
ご
当
時
闘
詩
「
軍
陣
、
国
司
若
有
一
一
任
中
雑
務
弁
済
無
7
園
者
、
特
寛
二
以
往
之
怠
聞
耳
レ
令
レ
拘
ご
絆
其
身
ハ
倶
調
庸
租
税
、
国
之

大
事
、
其
租
税
者
、
元
有
ご
徴
率
之
例
噛
至
二
再
調
庸
ハ
縦
割
必
有
τ
例
、
重
望
、
准
ご
租
税
徴
率
ハ
以
為
二
当
時
之
務
「
又
若
有
下
墨
時
之
外
、
更
済
二
旧
事
「

及
過
中
徴
率
分
上
者
、
随
二
其
功
効
噛
将
レ
進
二
爵
級
℃

一、

梔
ｺ
進
一
開
解
由
一
吏
有
二
任
中
調
庸
雑
物
未
進
一
者
返
中
却
解
由
上
事

右
同
前
解
状
侮
、
貢
二
進
調
達
ハ
既
有
二
程
限
一
蓋
二
度
国
用
ハ
最
為
二
大
要
半
漁
レ
藪
違
馬
鐸
悪
堂
島
責
、
載
在
園
格
条
「
術
或
国
司
頻
致
二
未
進
噛
動
陶
二
国

用
「
至
二
干
遷
替
小
雛
野
離
放
還
嚇
承
前
之
例
、
所
下
寺
知
二
二
有
τ
電
磁
収
ゆ
解
由
上
者
、
為
レ
令
二
後
任
之
吏
、
相
代
弁
填
二
瀬
而
豪
任
之
務
、
毎
多
二
擁
滞
噛

以
往
之
事
、
不
レ
逞
二
兼
済
ハ
是
以
轟
轟
高
進
、
逐
レ
年
狼
積
、
公
家
支
用
、
臨
レ
事
田
螺
、
論
二
之
三
途
門
理
須
レ
乖
レ
例
、
望
請
、
国
司
進
二
解
由
一
之
日
、

若
有
二
任
中
調
庸
雑
物
未
進
一
港
、
返
二
却
解
由
ハ
令
レ
慎
二
将
来
喝

以
前
左
大
臣
宣
、
奉
レ
勅
依
レ
請
、
自
余
諸
国
、
亦
宜
レ
准
レ
此
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

　
　
仁
和
四
年
七
月
廿
三
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

　
こ
の
仁
和
四
年
宮
符
は
、
前
司
以
往
の
調
庸
未
進
分
の
弁
済
を
後
備
に
求
め
な
い
こ
と
、
任
中
分
の
調
庸
の
納
入
を
義
務
づ
け
、
そ
れ
に
加

え
て
率
分
を
う
わ
ま
わ
る
量
を
納
め
た
と
き
は
加
階
す
る
こ
と
、
任
中
分
の
調
庸
に
未
進
が
あ
れ
ば
解
由
を
返
却
す
る
こ
と
、
な
ど
を
定
め
た

　
　
　
　
⑳
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

も
の
で
あ
る
。
こ
の
官
符
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
北
条
秀
樹
氏
が
詳
細
な
分
析
を
加
え
て
お
ら
れ
る
が
、
受
領
考
課
制
度
の
成
立
と
の
関
連
で

注
目
さ
れ
る
の
は
次
の
三
点
で
あ
ろ
う
。

47　（191）



　
ま
ず
第
一
に
、
改
め
て
述
べ
る
ま
で
も
な
い
こ
と
だ
が
、
こ
こ
で
問
題
に
さ
れ
て
い
る
「
前
司
」
、
「
後
任
」
、
「
任
中
」
は
い
ず
れ
も
受
領
及

び
受
領
の
血
中
を
指
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
調
庸
だ
け
で
な
く
例
進
雑
物
及
び
画
面
が
未
進
の
時
も
解
由
を
返
却
す
る
と
し

た
寛
平
八
年
六
月
二
八
日
官
符
に
、
「
不
レ
受
二
忌
中
調
庸
…
惣
返
抄
一
諸
国
官
長
解
由
、
自
今
以
後
、
宜
レ
従
二
返
却
こ
と
あ
る
こ
と
か
ら
明
ら
か

で
あ
る
。
故
に
、
加
階
あ
る
い
は
解
由
返
却
の
対
象
と
な
る
の
も
受
領
で
あ
る
。

　
第
二
は
、
調
庸
の
進
未
進
が
評
価
の
基
準
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
加
階
か
解
由
返
却
か
は
調
庸
の
納
入
状
況
に
よ
っ
て
決
ま
る
の
で

あ
り
、
そ
れ
以
外
の
要
素
は
こ
こ
で
は
加
味
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。

　
第
三
は
、
前
司
以
往
の
未
進
分
と
任
中
分
と
を
切
り
離
し
て
評
価
す
る
と
し
た
点
で
あ
る
。
任
中
の
成
績
に
従
っ
て
受
領
に
加
階
す
る
と
い

う
方
式
は
す
で
に
輿
迎
の
天
長
元
年
八
月
二
〇
日
官
符
に
み
え
て
い
る
が
、
当
時
は
実
際
に
は
前
司
以
往
の
未
進
分
の
弁
済
ま
で
も
課
さ
れ
て

い
た
た
め
、
「
豊
田
一
一
前
事
ハ
遂
使
二
勤
惰
相
馬
、
功
過
不
7
明
」
と
い
う
状
況
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
以
後
受
領
は
任
中
分
に
つ
い
て
の

み
そ
の
納
入
責
任
を
問
い
、
任
中
分
に
加
え
て
洋
弓
を
越
え
る
量
を
納
め
た
と
き
は
加
階
、
任
中
分
に
満
た
な
け
れ
ば
解
由
返
却
と
し
た
の
で

あ
る
。

　
先
述
し
た
よ
う
に
、
八
世
紀
末
以
降
、
考
課
の
対
象
は
受
領
に
限
定
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
ま
た
調
庸
の
進
未
進
が
考
課
の
際
に
重
要
な
意

味
を
も
つ
よ
う
に
な
る
の
だ
が
、
こ
の
官
符
は
そ
う
し
た
こ
と
を
制
度
的
に
明
確
化
し
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
調
庸
の
納
入
責
任
を
任
中
分

に
限
定
し
た
結
果
、
受
領
個
人
の
成
績
が
明
確
に
な
り
、
従
来
は
「
功
過
不
レ
明
」
だ
っ
た
受
領
の
考
課
も
容
易
か
つ
明
解
に
な
っ
た
も
の
と

思
わ
れ
る
。
そ
う
す
る
と
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
一
〇
世
紀
以
降
の
受
領
考
課
制
度
は
、
受
領
の
み
を
考
課
の
対
象
と
し
、
財
政
的
な
事
柄
を

評
価
基
準
と
し
、
そ
し
て
任
中
分
に
責
任
範
囲
を
限
定
し
た
点
で
従
来
の
国
司
考
課
糊
置
と
大
き
く
異
な
る
の
だ
が
、
以
上
の
よ
う
な
意
義
を

も
つ
仁
和
四
年
官
符
は
新
し
い
考
課
制
度
が
成
立
す
る
上
で
画
期
的
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
官

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

符
を
契
機
と
し
て
新
し
い
国
司
考
課
鋼
度
、
す
な
わ
ち
受
領
考
課
度
度
が
成
立
す
る
の
で
あ
る
。
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四
　
天
慶
八
年
宣
の
意
義

　
仁
和
四
年
官
符
を
画
期
と
し
て
新
し
い
考
課
制
度
が
成
立
し
た
こ
と
を
述
べ
て
き
た
が
、
こ
の
段
階
で
は
調
庸
以
下
の
中
央
貢
進
物
が
評
価

基
準
と
さ
れ
て
お
り
、
国
内
の
正
税
官
物
は
ま
だ
そ
れ
に
は
含
ま
れ
て
い
な
か
っ
た
。
国
内
の
正
税
官
物
が
そ
の
評
価
基
準
に
加
え
ら
れ
る
よ

う
に
な
る
の
は
少
し
時
期
が
下
っ
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
る
。

　
さ
て
、
解
由
制
度
で
は
、
任
中
に
砂
嵐
が
生
じ
た
場
合
に
は
そ
れ
を
補
塾
し
な
い
と
解
由
状
は
与
え
ら
れ
な
い
の
で
、
前
司
以
往
の
風
負
は

本
来
的
に
は
存
在
す
る
は
ず
の
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
現
実
に
は
重
ね
て
の
禁
令
に
も
関
わ
ら
ず
欠
負
を
放
置
し
た
ま
ま
任
を
離
れ

る
国
司
が
少
な
く
な
く
、
そ
う
し
た
雑
怠
は
次
第
に
累
積
化
し
て
い
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
政
府
は
、
先
掲
の
仁
和
四
年
官
符
に
「
管
内
諸
国
、

調
馬
未
進
、
租
税
未
納
、
及
所
司
勘
出
、
種
々
黒
鼠
、
触
レ
類
繁
多
、
前
司
分
付
之
日
、
後
司
具
注
二
不
与
解
由
状
三
明
上
、
勘
解
由
使
勘
判
云
、

前
司
岡
任
後
任
、
相
共
弁
済
者
、
謹
案
二
勘
判
旨
ハ
錐
三
以
往
之
怠
、
各
在
二
時
零
丁
而
夢
判
之
例
、
延
及
二
後
任
一
語
、
為
レ
令
三
後
任
之
吏
兼
二
済

以
往
之
事
一
也
」
と
あ
る
よ
う
に
、
調
書
と
同
様
累
積
し
た
欠
負
の
弁
済
を
前
司
だ
け
で
な
く
後
司
に
も
求
め
た
よ
う
で
あ
り
、
そ
の
た
め
「
或

国
司
忘
レ
身
殉
レ
国
、
無
レ
有
二
闘
政
柄
然
而
去
レ
任
之
日
、
粗
樫
二
前
事
ハ
遂
重
目
勤
惰
混
混
、
功
過
不
ジ
明
、
良
吏
沈
滞
、
職
此
図
無
」
と
な
っ
た

の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
調
庸
の
場
合
は
こ
の
仁
和
四
年
官
符
に
よ
り
前
司
以
往
の
雑
怠
の
弁
済
は
後
司
に
課
さ
れ
な
く
な
っ
た
の
だ
が
、
国
内

の
正
税
官
物
の
場
会
は
や
や
事
清
が
異
な
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

　
寛
平
九
年
（
八
九
七
）
に
次
の
よ
う
な
官
符
が
出
さ
れ
て
い
る
。

応
レ
立
下
令
三
後
司
弁
二
済
前
司
時
雑
怠
一
条
例
上
事

一、

装
ｪ
二
寺
神
社
官
舎
駅
家
池
溝
堰
堤
戎
具
器
伎
条

右
勘
解
由
使
奏
状
祢
、
謹
検
二
仁
和
四
年
七
月
廿
三
日
格
一
祢
、
（
中
略
）
今
人
案
二
交
替
式
一
云
、
勘
解
由
使
起
請
侮
、
弘
仁
四
年
九
月
廿
三
日
騰
勅
符
弥
、

諸
国
官
舎
、
正
倉
器
侯
等
、
随
二
破
損
一
修
理
、
戸
立
ご
条
例
ハ
交
替
之
日
、
検
二
校
破
損
ハ
載
二
不
与
解
由
状
一
言
上
、
旧
人
者
縁
レ
莞
二
野
勢
h
不
レ
堪
二
修
造
ハ
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新
司
者
称
レ
従
順
己
怠
所
詮
而
不
レ
顧
、
門
経
二
年
半
雨
雫
致
“
一
大
破
ハ
自
今
以
後
、
交
替
之
日
、
所
レ
有
破
損
、
宜
レ
令
三
後
任
、
早
加
一
修
造
ハ
其
料
銀
作
レ
差

　
　
割
重
留
前
司
主
典
已
上
公
解
一
充
レ
之
、
如
元
二
公
解
一
者
、
徴
・
一
瓢
私
物
一
朝
、
望
請
、
中
破
以
上
、
随
レ
堂
堂
レ
料
、
小
破
之
色
、
後
任
以
レ
樒
修
理
者
、
又
同

　
　
式
云
、
勘
解
由
使
起
請
弥
、
諸
国
駅
家
、
例
多
一
幽
破
損
「
国
郡
怠
慢
、
曾
不
二
修
理
ハ
自
今
以
後
、
如
有
二
損
失
紬
縞
人
造
了
、
最
後
放
盛
者
、
検
二
諸
国
不

　
　
与
解
由
状
ハ
甲
時
破
損
、
乙
時
雨
レ
作
、
至
ご
於
丙
丁
噛
猶
称
二
前
損
噛
是
則
不
レ
立
一
醐
墨
斑
一
之
所
レ
為
也
、
申
請
、
前
司
修
造
、
不
レ
改
一
箭
格
ハ
新
講
催
督
、

　
　
鼻
髭
二
新
制
ハ
働
組
下
言
二
上
不
与
解
由
状
一
之
後
、
歯
軸
レ
令
二
任
中
落
了
一
者
、
得
替
之
日
、
拘
申
留
解
由
上
者
、
如
二
此
式
一
士
、
前
司
思
為
レ
怠
、
後
任
必
可
レ

　
　
済
、
而
三
二
仁
和
格
「
件
式
停
廃
、
今
検
二
諸
国
言
上
不
妊
前
司
解
由
状
噛
宮
舎
駅
家
、
器
侯
戎
具
、
破
損
元
レ
実
之
色
、
多
少
難
レ
殊
、
元
二
国
不
7
有
、
凡

　
　
仁
和
格
出
之
後
、
官
物
失
者
衆
　
、
何
者
元
レ
実
者
、
惣
負
田
舞
出
汁
元
レ
煩
二
後
任
型
破
損
者
元
レ
所
二
転
付
噛
誰
能
弁
済
、
如
レ
此
之
裏
、
若
為
処
分
者
、

　
　
中
納
言
兼
右
近
衛
大
将
従
三
位
行
春
宮
大
夫
藤
原
朝
臣
時
平
宣
、
奉
レ
勅
、
前
件
雑
怠
、
載
二
踊
躍
前
司
解
由
状
一
言
上
、
豚
後
旧
人
禿
レ
勢
二
修
理
ハ
新
司

　
　
棄
而
不
レ
顧
、
彼
此
不
レ
勤
、
誰
能
済
レ
事
、
砺
承
和
八
年
十
月
十
九
日
頻
下
二
言
重
三
甲
時
破
損
、
盛
時
不
レ
修
、
飯
南
其
解
由
ハ
以
懲
二
将
来
噛
然
而
徒
有
二

　
　
科
責
之
名
ハ
曾
元
一
一
弁
済
之
実
日
露
則
弘
仁
格
祢
、
中
破
以
上
前
司
輸
レ
料
、
後
任
修
理
、
承
和
二
極
、
前
司
破
損
、
後
吏
修
理
、
髪
後
任
依
レ
東
面
レ
料
、

　
　
前
司
曾
禿
二
総
論
「
既
元
二
料
物
日
何
以
修
理
、
今
須
五
言
二
上
不
与
解
由
状
一
曲
、
新
司
具
注
二
支
度
噛
申
巾
請
正
税
門
歯
元
二
正
税
不
動
穀
一
重
、
省
二
除
不
急

　
　
之
重
用
ハ
修
二
造
有
要
之
官
舎
ハ
不
レ
得
三
稽
延
以
致
二
倍
損
ハ
莫
下
長
泣
中
不
評
状
之
報
符
、
微
一
一
官
物
一
之
日
限
b
縦
新
司
修
理
、
弁
済
尤
レ
閥
、
若
前
司
不
レ

　
　
輸
二
料
物
哨
猶
拘
ご
解
由
閃

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
中
略
）

　
　
以
前
事
条
如
レ
右
、
諸
国
承
知
、
依
レ
件
行
レ
之
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

　
　
　
　
寛
平
九
年
四
月
十
九
日

　
こ
の
官
符
に
よ
る
と
、
従
来
官
舎
正
倉
等
は
破
損
が
あ
れ
ば
前
司
が
艶
物
を
出
し
て
後
司
が
修
造
し
、
駅
家
の
場
合
は
前
司
が
修
造
す
る
こ

と
に
な
っ
て
い
た
が
、
実
際
に
は
前
司
が
料
物
を
出
さ
ず
修
造
も
し
な
い
た
め
、
破
損
し
た
ま
ま
放
置
さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

仁
和
四
年
官
符
で
の
指
摘
と
同
様
、
こ
れ
ま
で
は
「
前
司
之
所
レ
怠
、
後
任
必
可
レ
済
」
と
い
う
方
針
で
あ
っ
た
た
め
、
破
損
が
修
造
さ
れ
な
い

ま
ま
次
女
に
後
司
へ
転
付
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
な
か
で
仁
和
四
年
官
符
が
出
さ
れ
た
の
だ
が
、
今
度
は
「
官
物
失
者
衆
　
、
何
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者
元
レ
実
者
、
惣
負
二
前
司
ハ
光
レ
三
二
後
任
ハ
破
損
者
充
レ
所
二
転
付
噛
誰
能
弁
済
」
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
こ
で
、
こ
の
寛
平
九
年
官
符
が
幽

さ
れ
、
今
後
は
正
税
を
使
っ
て
後
続
が
修
造
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
延
喜
二
年
に
な
る
と
こ
の
寛
平
九
年
符
が
否
定
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

れ
、
再
び
仁
和
四
年
官
符
以
前
の
方
式
が
復
活
す
る
。
そ
う
す
る
と
、
「
徒
有
一
一
科
責
逸
名
噛
曾
元
二
弁
済
舌
早
こ
、
「
後
任
依
レ
格
微
レ
料
、
前
司

曾
元
二
猛
進
ハ
既
光
二
料
画
配
何
以
修
理
」
と
い
う
仁
禰
四
年
以
前
の
状
態
に
再
び
戻
る
わ
け
で
あ
り
、
前
司
か
ら
後
司
へ
修
造
さ
れ
な
い
ま
ま

破
損
が
転
付
さ
れ
、
累
積
化
し
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
国
内
の
正
税
官
物
の
場
合
は
、
調
庸
と
異
な
り
、
仁
和
四
年
官
符
が
出
さ
れ
て
以
降
も
前
司
以
往
の
臼
歯
の
補
填
が
後
司
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

課
さ
れ
、
さ
ら
に
そ
れ
ら
は
補
填
さ
れ
な
い
ま
ま
次
々
に
後
足
へ
と
転
付
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
な
か
で
、
天
慶
八
年
（
九
四
五
）
正
月
、
勘
解
由
無
文
の
勘
申
が
勘
解
由
使
に
命
じ
ら
れ
、
勘
解
由
勘
文
が
受
領
功
過
定
の
場
で
の

審
議
対
象
と
な
る
。

　
　
応
レ
勘
二
申
諸
国
不
与
解
由
状
実
録
帳
一
事

　
　
右
左
巾
弁
小
野
朝
臣
好
古
伝
宣
、
右
大
臣
宣
、
奉
レ
勅
、
諸
属
受
領
吏
進
瓢
解
由
一
之
輩
、
其
野
糞
解
由
状
実
録
帳
所
レ
注
正
税
不
動
穀
井
糀
等
之
欠
、
宜
下

　
　
下
二
知
勘
解
由
使
ハ
毎
年
十
二
月
廿
日
以
前
勘
中
申
之
翻
立
為
二
恒
例
一
者
。

　
　
　
　
天
慶
八
年
正
月
六
日
　
　
　
　
　
　
左
大
史
御
船
済
江
奉

　
受
領
功
過
定
の
揚
で
の
勘
解
由
勘
文
の
具
体
的
な
審
議
方
法
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
が
、
そ
こ
で
は
正
税
官
物
の
赴
任
時
の
受
領
数
と
交
替

時
の
分
付
数
と
が
比
較
さ
れ
、
任
中
に
お
い
て
正
税
官
物
に
欠
負
を
生
じ
さ
せ
な
か
っ
た
か
否
か
を
中
心
に
功
過
判
定
が
な
さ
れ
た
。
つ
ま
り
、

前
司
以
往
の
欠
負
は
切
り
離
さ
れ
、
任
中
に
お
け
る
正
税
官
物
の
欠
負
の
有
無
の
み
が
問
題
と
さ
れ
た
の
だ
が
、
そ
う
す
る
と
こ
う
し
た
考
課

方
法
が
先
に
み
た
仁
和
四
年
官
符
に
お
け
る
調
庸
の
そ
れ
と
同
趣
旨
の
も
の
で
あ
る
こ
と
は
も
は
や
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ま
で
は
前
司
以

往
の
欠
負
の
弁
済
ま
で
負
わ
さ
れ
て
い
た
た
め
、
そ
の
考
課
は
「
勤
惰
相
混
、
功
過
不
レ
明
」
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
以
隆
は
任
中
の
瀬
瀬
に
つ

い
て
の
み
そ
の
責
任
が
問
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
そ
の
結
果
、
国
内
の
正
税
官
物
に
つ
い
て
も
受
領
の
成
績
及
び
そ
の
考
課
は
よ
り
明
確
か
つ
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容
易
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
天
慶
八
年
宣
に
よ
り
調
帯
以
下
の
中
央
貢
進
物
だ
け
で
な
く
国
内
の
正
税
官
物
も
考
課
の
際
の
評
価
基
準
に
加
え
ら
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
わ
け
で
あ
り
、
こ
こ
に
受
領
考
課
制
度
は
一
つ
の
完
成
さ
れ
た
形
を
と
る
に
至
る
の
で
あ
る
。
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③
　
同
条
義
解
説
で
は
、
「
凡
剛
節
官
人
、
不
レ
定
二
自
身
考
第
田
園
録
静
一
善
悪
功
過
h

　
申
二
送
管
司
一
」
と
な
っ
て
い
る
（
釈
説
も
ほ
ぼ
同
じ
）
。

②
　
野
村
忠
夫
『
律
令
官
人
制
の
研
究
』
第
一
編
第
二
章
第
一
節
（
吉
川
弘
文
館
、

　
一
九
六
七
年
）
。

③
　
考
課
令
善
条
、
同
線
条
、
同
国
郡
司
条
。

④
　
『
続
日
本
紀
』
養
老
三
年
七
月
庚
子
条
、
『
類
聚
三
代
格
』
養
老
三
年
七
月
　
九

　
日
按
察
使
訪
察
事
条
事
。
こ
の
他
、
延
暦
五
年
目
七
八
六
）
の
太
政
官
奏
で
は
、

　
「
撫
育
有
レ
方
、
戸
口
増
益
」
・
「
勧
ご
諜
農
桑
ハ
積
上
実
倉
庫
こ
・
「
貢
二
進
雑
物
門
依
レ

　
鎌
瀬
納
」
・
「
粛
二
清
所
部
ハ
盗
賊
不
レ
起
」
・
「
剖
契
合
レ
理
、
獄
訟
無
レ
冤
」
・
「
在
レ
職

　
公
平
、
立
レ
身
清
慎
」
・
「
且
守
且
耕
、
軍
根
有
レ
儲
」
・
「
辺
境
清
砂
、
城
瞠
修
理
」
、

　
及
び
「
在
レ
官
寅
濁
、
処
レ
菓
不
平
」
・
「
百
行
二
選
猜
ハ
馬
肥
二
名
誉
こ
・
「
口
遊
無
レ

　
度
、
擾
工
乱
百
姓
こ
・
「
嗜
レ
酒
沈
濾
、
廃
開
園
公
務
一
」
・
「
公
犠
飛
レ
聞
、
私
線
日
益
」
・

　
「
放
鼎
一
縦
子
弟
ハ
請
託
公
行
」
・
「
逃
失
数
多
、
克
獲
数
少
」
・
「
統
摂
失
レ
方
、
戌
卒

　
違
レ
命
」
の
各
八
条
を
あ
げ
、
前
者
の
う
ち
二
条
以
上
に
あ
た
れ
ば
「
五
位
巳
上
者

　
量
レ
事
進
レ
階
、
六
位
已
下
者
、
擢
二
之
不
次
ハ
授
以
二
五
位
こ
、
後
者
は
一
条
以
上

　
に
あ
た
れ
ば
「
解
ご
却
見
任
一
」
と
し
て
い
る
（
『
続
日
本
紀
』
延
暦
五
年
四
月
庚
午

　
条
）
。

⑤
按
察
使
、
観
察
使
な
ど
も
同
様
の
任
務
を
帯
び
て
い
る
。
な
お
、
巡
察
使
に
つ

　
い
て
は
、
林
陸
郎
「
巡
察
使
の
研
究
」
（
同
『
上
代
政
治
社
会
の
研
究
』
、
吉
川
弘

　
文
館
、
一
九
六
九
年
）
を
参
照
し
た
。

⑥
『
続
目
本
紀
』
和
銅
五
年
五
月
乙
酉
条
。

⑦
　
『
薄
日
本
紀
』
天
平
宝
字
二
年
一
〇
月
甲
子
条
。

⑧
原
田
重
「
国
司
連
坐
制
の
変
質
に
つ
い
て
の
一
考
察
」
（
『
九
州
史
学
』
一
〇
、

　
一
九
五
八
年
）
、
泉
谷
康
夫
「
受
領
国
司
と
任
用
国
司
」
（
『
日
本
歴
史
』
三
一
六
、

　
一
九
七
四
年
）
、
北
条
秀
樹
「
文
書
行
政
よ
り
見
た
る
岡
司
受
領
化
」
（
『
史
学
雑

　
誌
』
八
四
一
六
、
一
九
七
五
年
）
、
梅
村
喬
は
じ
め
に
註
②
前
掲
書
、
拙
稿
「
受
領

　
制
度
成
立
過
程
の
一
考
察
」
（
『
愛
媛
大
学
人
文
学
会
創
立
十
五
周
年
記
念
論
集
』

　
所
収
、
一
九
九
一
年
）
な
ど
。

⑨
『
延
暦
交
替
式
』
延
暦
一
四
年
七
月
二
七
日
官
符
。

⑩
　
『
貞
観
交
替
式
』
斉
衡
二
年
五
月
一
〇
品
格
所
引
仁
寿
二
年
四
月
二
日
官
符
。

　
た
だ
し
、
未
進
の
補
填
に
つ
い
て
は
斉
衡
二
年
（
八
五
五
）
に
延
暦
一
四
年
鋼
に

　
復
し
て
い
る
。

⑰
　
『
類
聚
三
代
三
頭
仁
和
四
年
七
月
二
三
日
官
符
（
四
点
）
。

⑫
『
類
聚
三
代
格
』
寛
平
九
年
四
月
一
九
日
締
鯖
。

⑬
　
長
蛇
泰
孝
「
調
庸
違
反
と
対
国
司
策
」
（
同
『
律
令
負
担
体
系
の
研
究
』
、
塙
需

　
房
、
一
九
七
六
年
）
。

⑭
『
類
聚
三
代
格
』
元
慶
三
年
九
月
四
日
官
符
。

⑮
『
類
聚
三
代
格
』
寛
平
八
年
九
月
五
日
官
符
所
員
寛
平
七
年
七
月
＝
日
官
符
。

⑯
　
『
類
聚
三
代
格
』
天
長
元
年
八
月
二
〇
臼
官
符
。

⑰
『
類
聚
国
史
』
巻
九
九
天
長
四
年
正
月
癸
未
条
に
巡
察
使
の
奏
状
に
よ
る
叙
位

　
の
こ
と
が
み
え
て
い
る
。

⑯
佐
藤
宗
諄
『
平
安
前
期
政
治
史
序
説
』
第
一
章
（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
七

　
七
年
）
。

⑲
　
　
「
諸
国
守
介
」
と
あ
る
の
は
、
守
が
遙
任
の
時
は
介
が
受
領
と
な
る
た
め
で
あ



受領考課湖度の成立と展開（寺内）

る
。

⑳
天
長
五
年
（
八
二
八
）
に
近
江
権
大
縁
の
安
倍
安
仁
が
任
国
で
の
治
績
に
よ
り

　
叙
位
さ
れ
た
例
が
あ
る
（
『
三
代
実
録
』
貞
観
元
年
四
月
二
三
日
条
）
。
し
か
し
、

　
任
用
の
国
政
か
ら
の
辣
外
が
進
む
に
つ
れ
、
任
用
を
考
課
の
対
象
外
と
す
る
傾
向

　
は
次
第
に
強
ま
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

＠
　
　
『
続
目
本
紀
』
延
暦
五
年
四
月
庚
午
条
。

⑫
　
『
類
聚
三
代
格
』
大
同
四
年
九
潟
二
七
日
官
符
。

⑳
　
『
延
暦
交
替
式
』
延
麿
一
匹
年
七
月
二
七
臼
官
符
所
引
宝
亀
四
年
関
コ
一
月
二

　
三
日
宮
符
。

＠
　
　
『
仙
概
日
［
本
紀
隠
瓢
人
応
一
兀
年
山
ハ
B
μ
戊
子
条
。

⑮
　
『
類
聚
三
代
格
』
大
同
三
年
正
月
七
日
官
符
。

⑳
　
　
『
類
聚
符
夏
虫
』
承
和
九
年
九
月
二
二
日
宣
。

⑰
　
『
類
聚
国
史
』
巻
一
九
四
天
長
三
年
三
月
戊
辰
条
に
は
、
「
贈
皇
后
改
葬
」
、
「
御

　
斎
会
」
、
「
掘
二
加
勢
由
溝
井
飛
鳥
堰
溝
こ
、
「
可
レ
召
ご
渤
海
客
徒
」
と
と
も
に
「
七

　
道
畿
内
巡
察
使
」
が
「
雑
務
行
事
」
に
あ
げ
ら
れ
て
お
り
、
巡
察
使
の
派
遣
が
大

　
き
な
負
担
を
と
も
な
う
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
ま
た
、
政
府
に
よ
る

　
圏
司
の
統
制
を
緩
和
し
、
受
領
に
国
政
を
一
任
す
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
も
そ
の

　
一
因
で
あ
ろ
う
。

⑱
　
　
『
類
聚
三
代
格
』
。
以
後
、
単
に
仁
和
四
年
官
符
と
い
う
場
合
に
は
、
い
ず
れ

　
も
こ
の
官
符
を
指
す
も
の
と
す
る
。

⑳
　
そ
の
後
、
任
終
年
の
調
庸
は
後
司
が
弁
済
す
る
こ
と
に
な
り
、
ま
た
調
庸
の
他

　
に
例
進
雑
物
や
封
家
の
調
庸
を
含
め
て
調
翠
蔓
返
抄
を
収
得
す
る
こ
と
が
義
務
づ

　
け
ら
れ
た
（
『
類
聚
三
代
格
』
寛
平
二
年
九
月
一
五
日
宮
符
、
間
寛
平
八
年
六
月
二

　
八
日
官
符
）
。

⑳
雑
協
に
つ
い
て
も
同
様
な
措
置
が
と
ら
れ
て
い
る
（
『
類
聚
符
宜
抄
』
寛
平
六
年

　
八
月
四
日
官
符
）
。
た
だ
し
、
こ
の
官
符
に
は
勧
賞
規
定
は
み
え
な
い
が
、
こ
の

　
こ
ろ
に
調
旛
と
同
様
任
中
分
あ
る
い
は
そ
れ
に
一
定
量
を
加
え
て
納
入
す
れ
ば
勧

　
賞
を
行
う
こ
と
に
な
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
　
な
お
、
『
類
聚
一
二
代
格
』
寛
平
六
年
九
月
二
九
日
官
符
に
よ
り
、
正
税
帳
に
つ

　
い
て
も
同
様
な
措
置
が
と
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
た
だ
し
、
こ
の
こ
ろ
に
な
る

　
と
政
府
は
正
税
帳
を
通
じ
て
正
税
の
毎
年
の
収
支
を
帳
簿
上
把
握
し
て
い
る
だ
け

　
で
、
任
中
の
正
税
帳
（
あ
る
い
は
正
税
返
却
帳
）
を
勘
済
し
た
と
し
て
も
、
そ
れ

　
は
任
中
に
お
い
て
正
税
の
欠
負
が
な
か
っ
た
こ
と
を
必
ず
し
も
意
味
す
る
も
の
で

　
は
な
い
。
後
述
す
る
よ
う
に
、
嚢
中
に
お
け
る
正
税
の
欠
負
の
有
無
が
明
ら
か
に

　
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
天
慶
八
年
宣
に
よ
っ
て
で
あ
る
。

⑳
　
北
条
秀
樹
註
⑧
前
掲
論
文
。
こ
の
官
符
の
も
つ
意
義
に
つ
い
て
は
氏
の
論
文
か

　
ら
多
く
の
教
示
を
得
た
。

⑫
　
『
類
聚
三
代
格
』
。

⑳
　
『
公
卿
補
任
』
の
尻
付
に
は
叙
位
の
理
由
が
数
多
く
記
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ

　
ら
を
調
べ
て
み
る
と
、
「
治
国
」
「
某
国
功
」
と
い
う
注
記
は
九
世
紀
末
に
初
め
て

　
み
え
、
一
〇
世
紀
に
な
る
と
急
増
す
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
以
前

　
に
叙
位
が
任
国
で
の
功
績
に
よ
る
旨
を
注
記
し
た
例
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
良

　
吏
と
し
て
有
名
な
安
倍
安
仁
、
藤
原
保
則
の
二
人
が
そ
れ
で
あ
る
。
し
か
し
、
尻

　
付
に
み
え
る
彼
ら
の
叙
位
の
理
由
は
「
褒
能
治
」
、
「
治
国
労
」
で
あ
り
（
『
公
卿
補

　
任
』
承
和
五
年
条
、
寛
平
四
年
条
）
、
九
世
紀
宋
以
降
と
は
明
ら
か
に
注
記
方
法

　
が
異
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
同
じ
任
国
で
の
功
絞
に
よ
る
加
階
で
も
、
九

　
世
紀
末
以
前
と
以
後
と
で
は
注
詑
の
あ
り
方
が
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
の
は
、
そ

　
の
こ
ろ
に
な
ん
ら
か
の
考
課
制
度
の
変
化
、
す
な
わ
ち
、
受
領
考
課
制
度
成
立
の

　
画
期
が
あ
っ
た
こ
と
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

⑭
　
『
貞
観
交
替
式
』
弘
仁
一
三
年
八
月
二
五
日
官
符
、
承
和
八
年
一
〇
月
一
九
日

　
官
符
な
ど
。

⑳
　
『
政
事
要
略
』
寛
平
九
年
四
月
一
九
属
官
符
。
な
お
、
こ
の
官
符
は
別
の
箇
所

　
に
も
所
収
さ
れ
て
お
り
、
そ
こ
で
は
南
海
道
諸
国
に
充
て
た
も
の
と
な
っ
て
い
る

　
が
、
内
容
的
に
み
て
南
海
道
に
限
定
し
て
出
さ
れ
た
も
の
と
考
え
る
必
要
は
な
い
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で
あ
ろ
う
（
福
井
俊
彦
は
じ
め
に
注
②
前
掲
書
五
一
七
頁
）
。

⑳
　
『
政
裳
要
略
』
延
喜
二
年
三
月
コ
ニ
日
官
符
。

⑰
　
前
司
以
往
の
田
租
未
納
分
も
、
延
喜
一
九
年
（
九
一
九
）
に
正
税
に
準
じ
て
率

　
分
欄
が
実
施
さ
れ
る
ま
で
は
、
「
古
今
拗
判
、
大
同
小
異
、
或
云
レ
令
三
見
任
吏
、

　
徴
二
填
率
分
一
或
云
二
後
景
相
承
、
依
レ
数
徴
墳
欄
春
、
事
分
冊
両
端
ハ
判
非
二
一
定
こ

　
（
『
国
都
要
略
』
延
喜
一
九
年
七
月
一
三
日
官
符
）
と
い
う
よ
う
に
、
そ
の
徴
収
方

　
針
は
一
定
し
て
い
な
か
っ
た
。

⑱
　
　
『
政
菓
要
略
』
天
慶
八
年
正
月
山
ハ
日
幽
旦
。

⑲
　
従
っ
て
、
前
司
以
往
に
生
じ
た
欠
負
の
責
任
は
問
わ
れ
な
い
の
で
あ
り
、
そ
れ

　
ら
を
補
填
す
れ
ば
も
ち
ろ
ん
功
と
な
る
が
、
補
填
し
な
く
て
も
過
と
は
さ
れ
な
い
。

　
　
『
北
山
抄
』
巻
一
〇
古
今
定
功
過
例
に
、
次
の
よ
う
な
菓
例
が
載
せ
ら
れ
て
い

　
る
。

　
　
伊
豆
守
理
明
、
本
望
之
条
、
依
レ
例
分
二
付
名
帳
一
云
々
、
前
言
云
、
依
レ
例

　
班
給
、
分
二
付
名
帳
一
溜
、
代
々
所
二
班
給
惜
今
為
二
返
挙
一
蹴
、
可
レ
有
二
品
定
H

　
　
云
々
、
然
而
依
レ
非
ご
殊
事
ハ
注
二
無
過
一
耳
。

　
前
司
理
明
は
名
帳
（
固
文
負
名
）
で
も
っ
て
後
追
に
分
付
し
た
の
だ
が
、
前
々

司
も
同
様
に
名
帳
で
分
付
し
て
い
た
の
で
無
過
と
さ
れ
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

本
来
名
帳
に
よ
る
出
挙
稲
の
分
付
は
禁
止
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
、
伊
豆
国
で
は
以

前
か
ら
出
挙
稲
が
無
実
化
し
て
お
り
、
理
明
は
見
稲
を
受
領
し
て
い
な
い
の
で
、

名
帳
で
分
付
し
て
も
過
と
は
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
な
お
、
佐
々
木
宗
雄
氏
も
こ
の
天
慶
八
年
宣
に
よ
り
「
当
該
受
領
の
み
の
貴
任

の
範
囲
」
が
明
確
に
な
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
（
佐
々
木
宗
雄
は
じ
め
に
註
②
前
掲

論
文
）
。
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第
二
章
　
受
領
考
課
制
度
の
実
態
と
変
化

一
　
考
課
手
続
き

　
受
領
考
課
制
度
は
、
令
制
本
来
の
国
司
考
課
制
度
と
異
な
り
、
受
領
の
み
を
対
象
と
し
た
新
し
い
考
課
制
度
で
あ
る
。

受
領
の
考
課
は
、
『
西
宮
記
』
に
よ
る
と
、
次
の
よ
う
な
手
続
き
で
も
っ
て
な
さ
れ
る
。

こ
の
制
度
の
下
で
の

　
受
領
働
濟
公
文
【
雨
笠
二
申
文
ハ
上
卿
奉
レ
勅
下
レ
弁
、
々
下
一
町
二
寮
勘
解
由
縦
軸
各
勘
二
申
功
過
申
文
勲
騨
逸
融
融
竪
文
外
進
二
大
勘
文
h
副
登
臨
率
撃
破
立
勘

　
文
斎
院
勘
文
ハ
弁
依
二
上
卿
仰
ハ
取
二
入
勘
文
筥
哨
置
ご
参
議
無
恥
参
議
一
濁
書
二
定
文
一
襯
虹
㌍
蒸
又
参
議
読
二
勘
解
由
大
勘
文
ハ
有
二
大
弁
勘
解
由
長
官
一
者
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

　
奪
読
レ
之
、
読
了
議
定
、
注
二
過
之
有
無
ハ
奏
聞
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

『
北
山
抄
』
の
記
載
も
ほ
ぼ
同
様
で
あ
り
、
そ
れ
ら
か
ら
す
る
と
帰
任
後
の
受
領
の
考
課
は
次
の
よ
う
な
順
序
で
も
っ
て
行
わ
れ
た
こ
と
に



受領考課鰯度の成立と展開（寺内）

な
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

　
ω
公
文
を
勘
済
し
た
受
領
が
功
過
申
文
を
提
出
す
る
。
②
天
皇
の
許
か
ら
上
卿
に
功
過
申
文
が
下
給
さ
れ
、
上
卿
は
そ
れ
を
弁
に
下
し
て
主

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

計
・
主
税
二
寮
と
勘
解
由
使
に
合
否
を
勘
申
さ
せ
、
功
過
申
文
に
難
し
て
奏
聞
す
る
。
な
お
、
こ
れ
よ
り
先
、
受
領
の
功
過
を
勘
録
し
た
三
司

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

の
大
置
文
が
蔵
人
所
に
進
め
ら
れ
る
。
③
功
過
申
文
が
再
び
上
卿
に
下
給
さ
れ
、
公
卿
は
諸
司
の
大
固
文
に
よ
っ
て
受
領
の
功
過
を
定
め
る
。

功
過
定
は
、
ま
ず
参
議
一
人
が
功
過
申
文
と
主
計
・
主
税
大
全
文
、
官
破
立
全
文
、
斎
院
勘
文
と
を
見
合
し
、
も
う
一
人
の
参
議
が
そ
の
結
果

を
定
文
に
記
す
。
次
に
、
さ
ら
に
も
う
一
人
の
参
議
が
勘
解
由
勘
忍
を
読
み
、
議
定
の
後
、
過
あ
る
い
は
無
過
と
辛
し
、
奏
聞
す
る
。

　
そ
し
て
こ
う
し
た
審
議
の
結
果
、
任
国
で
の
成
績
が
評
価
さ
れ
、
治
国
と
認
定
さ
れ
れ
ば
勧
賞
が
な
さ
れ
る
。
『
北
山
抄
』
に
よ
れ
ば
、
治

聚
・
藩
・
官
職
の
関
係
は
・
富
麗
従
上
・
一
二
麗
質
騨
輕
器
国
四
撰
五
霞
従
上
・
七
當
可
レ
任
二
参
論
こ
・
な

っ
て
い
る
。

　
帰
任
後
の
受
領
の
考
課
は
こ
う
し
た
手
順
で
な
さ
れ
る
の
だ
が
、
そ
の
中
心
に
位
置
す
る
の
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
㈲
の
受
領
功
過
定
で
あ

る
。
受
領
功
過
定
は
受
領
の
成
績
に
つ
い
て
審
議
を
行
う
場
で
あ
り
、
そ
こ
で
な
さ
れ
た
功
過
判
定
に
基
づ
い
て
勧
賞
が
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

「
功
課
勘
定
、
朝
之
要
事
也
」
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
受
領
功
過
定
は
重
要
政
務
の
一
つ
で
あ
り
、
受
領
考
課
制
度
の
中
核
を
な
す
も
の
で
あ

る
。

二
　
受
　
領
罷
申

　
受
領
考
課
制
度
の
下
で
の
帰
任
後
の
考
課
手
続
き
に
つ
い
て
み
て
き
た
が
、
こ
こ
で
受
領
罷
申
に
つ
い
て
少
し
述
べ
て
お
き
た
い
と
思
う
。

こ
の
受
領
罷
申
に
つ
い
て
は
こ
れ
ま
で
ほ
と
ん
ど
注
意
が
払
わ
れ
て
こ
な
か
っ
た
が
、
受
領
罷
申
は
帰
任
後
の
受
領
の
考
課
の
前
提
と
な
る
も

の
で
あ
り
、
こ
れ
を
踏
ま
え
な
い
と
先
の
ω
②
③
の
手
続
き
の
意
味
は
正
し
く
理
解
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

受
領
罷
申
は
、
『
新
儀
式
』
第
五
、
『
西
宮
記
』
巻
八
、
『
北
山
抄
』
巻
一
〇
、
『
侍
中
謎
解
』
第
九
な
ど
に
み
え
て
お
り
、
『
新
儀
式
』
に
は

55　（199）



次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
諸
国
受
領
、
赴
レ
任
之
由
、
付
二
蔵
人
一
奏
二
聞
之
ハ
随
レ
仰
書
二
御
簾
ハ
測
線
建
が
忌
事
召
二
御
前
ハ
宿
草
仙
華
門
一
参
入
、
単
二
南
斜
壁
下
構
伝
二
宣
仰
旨
ハ

　
　
兼
賜
レ
禄
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

　
こ
の
よ
う
に
、
受
領
罷
申
は
受
領
が
赴
任
の
由
を
天
皇
に
奏
し
、
勅
語
と
禄
を
賜
る
と
い
う
も
の
だ
が
、
注
意
し
た
い
の
は
勅
語
の
内
容
で

あ
る
。
『
侍
中
群
要
』
第
九
に
は
次
の
よ
う
な
『
村
上
御
記
』
が
引
用
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
真
鯉
記
応
和
元
年
御
記
云
、
上
総
介
国
幹
申
二
赴
レ
任
之
由
噛
令
レ
仰
云
、
粛
二
静
部
内
哨
兼
致
二
豊
稔
流
図
二
其
勤
状
一
将
二
尉
進
ハ
即
給
レ
禄
如
レ
例
、
同
年

　
　
阿
波
守
嘉
生
申
二
赴
レ
任
之
由
噛
令
レ
耳
茸
、
彼
国
久
衰
弊
、
若
書
二
興
復
噛
兼
済
二
貢
調
事
ハ
又
造
宮
事
無
二
其
怠
ハ
随
レ
状
差
二
賞
進
ハ
給
レ
禄
如
レ
例
。

　
こ
れ
に
よ
る
と
、
受
領
は
赴
任
に
際
し
て
、
部
内
を
粛
嫁
し
、
任
国
を
興
復
さ
せ
、
ま
た
貢
調
や
造
宮
の
事
に
怠
が
な
け
れ
ば
賞
進
ず
る
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

の
勅
語
を
天
皇
か
ら
得
る
わ
け
で
あ
る
。

　
そ
う
す
る
と
、
帰
任
後
の
受
領
の
考
課
が
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
も
は
や
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
赴
任
に
際
し
て

天
皇
か
ら
先
の
よ
う
な
内
容
の
勅
語
が
下
さ
れ
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
受
領
は
帰
任
後
功
過
申
文
を
提
出
し
、
勧
賞
を
求
め
る
の
で
あ
る
。

　
受
領
罷
申
が
形
式
的
な
も
の
で
は
な
く
、
帰
任
後
の
考
課
と
密
接
に
関
連
し
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
な
史
料
が
あ
る
。

　
　
　
応
和
之
間
、
常
陸
墨
守
為
忠
、
申
二
請
件
事
「
諸
卿
墜
下
申
開
レ
被
二
裁
許
一
之
由
ぬ
罷
申
之
時
、
被
レ
仰
下
構
二
三
年
以
上
事
一
案
、
将
レ
加
中
勧
賞
上
夷
、
（
中
略
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

　
　
　
彼
為
忠
者
任
之
時
、
錐
レ
預
漏
加
階
「
昇
霞
之
後
、
称
レ
有
二
三
朝
宣
旨
「
所
レ
被
レ
叙
也
。

　
応
和
年
間
に
亡
国
で
あ
る
常
陸
国
の
守
に
任
じ
ら
れ
た
為
忠
が
油
墨
を
申
翻
し
て
認
め
ら
れ
、
罷
申
の
時
天
皇
か
ら
三
年
以
上
を
弁
済
す
れ

ぱ
勧
賞
す
る
と
の
勅
語
を
得
た
。
為
忠
は
赴
任
時
に
加
階
さ
れ
て
い
た
の
だ
が
、
帰
任
後
先
帝
の
宣
旨
が
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
さ
ら
に
叙
位
さ

れ
た
、
と
い
う
の
が
史
料
の
大
意
で
あ
る
。
赴
任
前
と
帰
任
後
の
二
度
に
わ
た
っ
て
加
階
さ
れ
る
の
は
異
例
の
こ
と
な
の
だ
が
、
帰
任
後
の
加

階
の
決
め
手
と
な
っ
た
の
が
「
済
二
三
年
以
上
事
一
老
、
将
レ
加
二
勧
賞
一
」
と
い
う
罷
申
の
際
の
「
王
朝
宣
旨
」
な
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
受
領
は
赴
任
時
に
治
国
を
条
件
と
し
て
勧
賞
が
約
束
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
を
前
提
に
受
領
は
帰
任
後
功
過
申
文
を
提
出
し
、
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⑭

「
所
済
功
」
に
よ
り
勧
賞
を
求
め
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
勧
賞
申
請
を
受
け
た
天
皇
は
受
領
の
成
績
に
つ
い
て
公
卿
に
諮
問
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

の
だ
が
、
こ
う
し
た
天
皇
の
諮
問
に
よ
り
受
領
の
成
績
を
審
議
す
る
場
が
受
領
功
過
定
な
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
　
受
領
功
過
定
繭
－
主
計
・
主
税
大
勘
文
i

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

　
『
西
宮
記
』
に
は
先
に
引
用
し
た
史
料
に
続
い
て
次
の
よ
う
な
受
領
功
過
定
の
定
文
の
書
様
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
。

　
　
定
文
書
様

　
　
ム
人
、
ム
國

　
　
　
請
調
庸
惣
返
抄
何
箇
年

　
　
　
　
前
司
任
終
一
年
、
其
年

　
　
　
　
当
任
何
年
、
其
年
、
合
格

　
　
　
雑
米
惣
返
抄
何
箇
年

　
　
　
勘
済
税
帳
何
箇
年

　
　
　
　
前
司
任
終
一
年
、
其
年

　
　
　
　
当
任
何
年
、
其
年
丸
、
合
格

　
　
　
封
租
抄
何
箇
年

　
　
　
新
委
不
動
穀
何
餅
、
嗣
鰍
獺
携

　
　
　
率
分
、
無
欠

　
　
　
斎
院
膜
祭
料
、
無
未
進

　
　
　
勘
解
由
勘
文
、
無
過

　
　
　
　
年
月
日
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こ
れ
に
よ
る
と
、
受
領
功
過
定
で
は
多
く
の
点
に
つ
い
て
審
議
が
な
さ
れ
て
い
た
の
だ
が
、
こ
こ
に
み
え
る
項
目
は
い
ず
れ
も
財
政
関
係
の

も
の
で
あ
り
、
ま
た
任
中
分
だ
け
が
問
題
と
さ
れ
て
い
る
な
ど
、
令
制
本
来
の
考
課
方
法
と
は
大
き
く
異
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で

あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
こ
れ
ら
の
項
目
は
あ
く
ま
で
『
西
宮
記
』
段
階
の
も
の
で
あ
り
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
こ
の
う
ち
受
領
功
過
定
が
始
ま
る

延
宣
三
五
年
（
九
一
五
）
当
初
か
ら
の
も
の
は
調
庸
・
雑
米
惣
返
抄
と
正
税
帳
の
み
で
あ
り
、
勘
解
由
勘
文
は
天
慶
八
年
目
九
四
五
）
に
、
そ
の
他

は
い
ず
れ
も
一
〇
世
紀
後
半
に
な
っ
て
審
議
対
象
に
加
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
以
下
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
項
目
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
る
こ

と
に
よ
り
、
受
領
考
課
制
度
の
特
質
と
そ
の
展
開
過
程
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
と
思
う
。

　
調
質
・
雑
米
惣
返
抄
、
正
税
帳
の
審
議
は
、
先
述
し
た
よ
う
に
、
功
過
申
文
及
び
合
否
注
文
と
主
計
・
主
税
寮
の
大
勘
文
と
の
見
合
に
よ
っ

て
な
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
定
文
の
書
様
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
ら
の
公
文
を
収
得
し
た
年
限
及
び
合
格
か
否
か
が
上
奏
さ
れ
て
い
る
の
で
、
何
年
分

の
公
文
を
勘
済
し
た
か
が
審
議
の
際
に
問
題
と
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
い
わ
ば
絶
対
的
な
評
価
の
他
に
も
う
一
つ
別
の
観

点
か
ら
も
審
議
が
な
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
は
前
任
者
の
成
績
と
の
比
較
検
討
で
あ
る
。
『
北
山
抄
』
に
「
所
司
勘
文
、
皆
勘
二
前
任
功
過
ハ
燗
彪
瀞
尉

　
　
　
　
　
　
　
　
⑯
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

随
二
其
増
減
一
所
レ
定
盤
」
と
あ
る
よ
う
に
、
主
計
・
主
税
寮
の
大
罪
文
に
は
前
任
者
の
功
過
が
載
せ
ら
れ
、
そ
れ
と
の
比
較
で
考
課
が
な
さ
れ

た
の
で
あ
る
。

A
　
主
計
大
勘
文

主
計
寮

勘
下
前
丹
波
守
正
四
位
下
源
朝
臣
季
房
歴
一
一
四
箇
年
一
所
済
功
過
上
事
康
和
六
年
任

　
功

　
　
請
調
庸
惣
返
抄
四
箇
年

　
　
前
司
任
終
一
年
康
和
五
（
中
略
）
当
任
三
箇
年
徽
鎚
㎜
二
、

　
　
雑
米
惣
返
抄
五
箇
年
獺
灘
璽
一
畏
治
元
二
、
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過

前
司
任
終
一
年
康
和
五

一
勘
済
公
文

大
帳
十
二
箇
年
（
中
略
）

当
任
四
箇
年
轍
贈
茄
一
一
、

謂四

?
十
二
箇
［
年
同
上
　
朝
集
岬
糧
十
二
箇
年
同
上
　
曲
我
倉
幅
仏
十
二
箇
一
年
同
上

　
　
前
司
任
終
康
和
五
年
雑
米
抄
帳
事
（
中
略
）

前
々
司
守
源
朝
臣
季
房
歴
二
三
箇
年
一
寛
治
七
年
任

　
功

　
　
請
調
惣
返
抄
三
箇
年

　
　
　
前
司
任
終
一
年
寛
治
六
　
当
任
二
箇
年
同
七
、
嘉
保
元

　
　
雑
米
惣
返
抄
三
箇
年
獺
贈
批
↓
一
三
・
己
当
任

　
　
一
勘
済
公
文

　
　
　
大
帳
十
－
二
箇
』
牛
（
中
略
）
　
調
帳
十
二
箇
年
同
上
　
朝
集
罵
帳
十
二
箇
年
同
上
　
義
食
…
帳
十
二
笛
旧
年
同
上

　
過
無

右
官
宣
、
件
季
房
朝
臣
、
任
中
所
レ
済
功
過
、
宜
二
勘
申
一
者
、
検
二
文
簿
噛
所
レ
斎
垣
件
、
傍
留
書
。

　
　
　
　
天
永
　
年
　
月
　
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
箪
師
息
長

修
理
左
宮
城
判
官
頭
兼
大
外
記
助
教
播
磨
権
介
中
原
朝
臣
師
遠

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
権
少
允
紀

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
権
少
属
佐
伯

B
主
計
寮
　
合
否
注
文

勘
二
前
丹
波
守
正
四
位
下
源
朝
臣
季
房
申
文
一
事
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請

　
　
　
｝
勘
済
公
文

　
　
　
　
　
大
帳
十
二
箇
年
（
中
略
）
　
調
帳
十
二
箇
年
同
上
　
朝
集
帳
十
二
箇
年
同
上
　
義
倉
帳
十
二
箇
年
同
上

　
　
　
　
右
勘
二
済
公
文
一
合
二
申
文
一

　
　
　
一
請
調
庸
惣
返
抄
四
箇
年

　
　
　
　
　
前
司
任
終
一
年
矯
五
当
任
三
箇
年
羅
航
二
、

　
　
　
一
雑
米
惣
返
抄
五
箇
年

　
　
　
　
　
前
司
任
終
一
年
康
和
五
　
当
任
四
箇
年
蔽
騨
墓
一
、

　
　
　
　
右
調
庸
雑
米
惣
返
抄
所
レ
請
合
二
申
文
一

　
　
以
前
官
宣
、
件
季
房
朝
臣
申
文
合
否
、
宜
二
勘
申
一
者
、
検
二
文
簿
伸
縮
レ
注
如
レ
件
、
本
篇
申
。

　
　
　
　
　
　
天
永
年
月
日
　
　
　
　
　
算
師
息
長

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
権
少
允
紀

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

　
　
修
理
左
宮
城
判
官
頭
兼
大
外
記
助
教
播
磨
権
介
中
原
朝
臣
　
権
少
属
佐
伯

　
A
は
主
計
寮
大
繭
文
だ
が
、
当
任
の
功
過
の
他
に
前
女
司
の
功
過
も
勘
申
さ
れ
て
お
り
、
「
件
大
勘
文
勘
二
並
前
任
功
過
こ
と
い
う
『
北
山

⑳抄
隔
の
記
載
を
裏
付
け
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
両
者
の
功
過
の
比
較
検
討
こ
そ
が
大
勘
文
字
申
の
本
来
的
意
図
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ

る
。
な
ぜ
な
ら
、
B
の
合
否
注
文
を
見
れ
ば
わ
か
る
よ
う
に
、
取
得
し
た
公
文
の
年
数
や
舎
格
か
否
か
を
知
る
だ
け
な
ら
ば
合
否
注
文
だ
け
で

十
分
間
に
合
う
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
合
否
注
文
に
加
え
て
大
鑑
文
が
勘
申
さ
れ
て
い
る
の
は
そ
れ
以
外
の
目
的
が
あ
っ
た
た
め

で
あ
り
、
A
の
大
聖
文
と
B
の
合
否
注
文
の
内
容
の
相
違
か
ら
、
そ
れ
は
前
任
者
の
成
績
と
の
比
較
を
行
う
こ
と
で
あ
っ
た
と
考
え
ざ
る
を
え

な
い
の
で
あ
る
。

　
で
は
、
な
ぜ
こ
う
し
た
二
通
り
の
評
価
方
法
が
存
在
し
た
か
だ
が
、
こ
れ
に
は
受
領
考
課
制
度
成
立
時
以
来
の
判
定
基
準
の
変
遷
が
深
く
関
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わ
っ
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
、
次
に
こ
の
問
題
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
て
み
た
い
と
思
う
。

　
先
に
み
た
よ
う
に
、
仁
和
四
年
官
符
が
受
領
考
課
制
度
成
立
の
大
き
な
画
期
と
な
っ
て
い
た
の
だ
が
、
そ
の
こ
ろ
の
受
領
考
課
欄
度
の
あ
り

方
に
つ
い
て
は
明
ら
か
で
な
い
点
が
多
い
。
た
だ
そ
う
し
た
な
が
に
あ
っ
て
次
の
史
料
は
注
目
に
値
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
延
喜
六
九
廿
、
播
万
雷
澄
清
参
入
、
召
二
階
下
一
令
三
菅
根
朝
臣
給
二
位
記
噛
仰
云
、
年
来
治
国
大
夫
等
、
難
二
能
奉
仕
一
締
治
ニ
ニ
国
一
罷
南
正
下
宿
給
与
云
々
、

　
　
此
国
近
レ
都
而
尤
為
ご
裏
需
箋
髪
油
レ
可
醐
興
璽
喪
奉
在
難
墜
治
癒
秀
・
舞
退
蜘

　
こ
れ
は
橘
澄
清
の
播
磨
国
赴
任
時
の
受
領
罷
申
で
あ
り
、
勅
語
の
内
容
は
、
年
来
治
国
と
認
め
ら
れ
た
国
が
二
つ
な
い
と
正
五
位
下
は
与
え

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

な
か
っ
た
が
、
播
磨
国
は
亡
鏡
池
な
の
で
赴
任
に
際
し
て
特
別
に
正
五
里
下
に
叙
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
、
当
時
受
領
罷
申
が

な
さ
れ
る
と
と
も
に
治
国
ニ
挙
国
で
正
五
飛
下
と
い
う
慣
行
も
存
在
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
、
一
〇
世
紀
初
頭
に
お
い
て
す
で
に
『
西
宮
記
』
段

階
と
ほ
ぼ
同
様
の
考
課
方
法
が
と
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
も
っ
と
も
、
帰
任
の
の
ち
勧
賞
に
至
る
ま
で
の
手
続
き
に
つ
い
て
は
不
明
だ

晦
・
考
課
に
際
し
て
は
仁
和
四
年
官
符
以
下
蓬
の
暮
が
適
用
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
・
す
な
わ
ち
・
任
雰
に
加
え
て
一
定
分
の
前

司
以
往
の
未
進
填
納
を
行
え
ば
勧
賞
す
る
が
、
任
中
分
の
公
文
勘
済
を
怠
れ
ば
解
由
返
却
と
い
う
判
定
基
準
で
考
課
が
な
さ
れ
て
い
た
と
推
定

さ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
と
こ
ろ
が
、
「
天
暦
以
往
、
済
一
一
合
格
事
一
之
者
甚
少
」
と
あ
る
よ
う
に
、
当
時
公
文
勘
済
を
な
す
こ
と
は
容
易
な
こ
と
で
は
な
く
、
こ
う
し

た
判
定
基
準
は
そ
の
こ
ろ
の
受
領
に
と
っ
て
は
か
な
り
厳
し
い
も
の
で
あ
っ
た
。

　
　
　
延
喜
九
年
正
月
十
一
日
、
今
年
国
々
多
レ
闘
、
可
レ
任
之
極
少
レ
数
、
因
仰
二
勘
解
由
使
ハ
昼
下
申
未
レ
得
一
一
解
由
一
意
之
中
、
無
一
　
自
犯
一
翼
レ
所
レ
済
、
或
錐
レ

　
　
進
一
一
解
由
ハ
官
勘
識
者
勤
否
b
即
令
二
公
卿
定
申
一
云
女
、
前
例
雄
レ
未
レ
得
二
解
由
噛
有
レ
所
レ
勤
者
選
任
、
況
進
二
解
由
一
面
、
雅
レ
被
二
返
却
ハ
勤
済
忌
明
、
於
レ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

　
　
任
由
レ
之
有
二
何
妨
一
也
、
勘
解
由
所
二
勘
申
一
者
六
人
之
中
、
権
長
者
四
人
任
レ
之
（
後
略
）

　
こ
れ
は
、
未
得
解
由
者
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
解
由
を
得
て
も
公
文
単
帯
済
だ
と
解
由
が
返
却
さ
れ
る
た
め
、
欠
国
が
多
い
に
も
関
わ
ら
ず

受
領
に
任
ず
る
こ
と
が
で
き
る
者
が
い
な
く
な
り
、
そ
の
た
め
未
得
解
由
者
や
公
文
未
勘
済
者
の
申
か
ら
比
較
帥
成
績
良
好
の
者
を
受
領
に
し
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⑳

た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
同
様
の
措
置
は
玉
蔵
三
四
年
に
も
と
ら
れ
て
お
り
、
仁
和
四
年
官
符
以
下
に
示
さ
れ
た
判
定
基
準
が
多
く
の
受
領
に

と
っ
て
達
成
困
難
な
も
の
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
た
め
旧
吏
の
任
用
に
も
支
障
を
き
た
す
よ
う
に
な
っ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

　
こ
う
し
た
な
か
で
主
計
・
主
税
寮
に
対
し
て
受
領
の
功
過
の
勘
申
が
命
じ
ら
れ
る
。

　
　
　
応
レ
令
レ
勘
二
申
諸
国
受
領
吏
功
課
一
事

　
　
右
右
蝉
茸
藤
原
朝
臣
邦
基
討
尋
、
奉
レ
勅
、
諸
国
受
領
吏
進
一
一
解
由
一
之
輩
、
宜
下
意
二
主
計
主
税
両
寮
ハ
毎
年
十
二
月
昔
日
以
前
令
レ
謹
聴
申
其
功
課
為
立
為
二

　
　
恒
例
一
者

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
　
　
　
延
喜
十
五
年
十
二
月
八
日
　
　
　
　
　
　
左
大
史
錦
良
助
奉

　
こ
れ
は
両
寮
に
対
し
て
受
領
の
功
過
の
罷
申
、
す
な
わ
ち
大
勘
文
の
提
出
を
命
じ
た
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
り
受
領
功
過
定
が
開
始
さ
れ

る
。
そ
し
て
、
先
に
み
た
よ
う
に
、
大
落
文
は
前
司
と
当
言
の
成
績
を
比
較
検
討
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
か
ら
、
以
後
は
公
文
を
勘
済
し
た

か
否
か
と
い
う
絶
対
的
評
価
に
加
え
て
前
司
の
成
績
と
の
相
対
的
評
価
が
行
わ
れ
た
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
こ
れ
以
降
は
主
に
後
者
の
評
価
方

法
で
も
っ
て
考
課
が
な
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
大
倭
文
に
載
せ
ら
れ
た
前
司
と
当
任
の
功
過
を
比
較
検
討
し
、
公
文
を
勘
済
し
て

い
な
く
と
も
前
司
よ
り
成
績
が
良
け
れ
ば
勧
賞
が
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
た
と
え
ぼ
、
『
北
山
抄
』
に
は
「
尋
二
延
喜
天
暦
旧
風
ハ
任
二
字
済
之

国
一
者
、
難
下
馬
レ
請
二
究
調
庸
惣
返
抄
ハ
不
レ
勘
中
事
任
中
税
帳
h
以
其
所
レ
済
勝
二
於
前
任
ハ
多
被
レ
任
二
要
國
一
也
」
、
「
所
レ
済
錐
レ
不
レ
合
レ
格
、
若

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

三
二
前
任
一
有
レ
所
レ
勤
者
、
預
二
給
官
一
也
」
と
あ
り
、
前
司
の
成
績
に
勝
る
か
否
か
が
勧
賞
の
基
準
と
な
っ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
ま
た
、

次
の
よ
う
な
例
も
あ
る
。

　
　
（
天
慶
二
年
）
七
月
二
日
、
（
中
略
）
伊
勢
守
繁
時
依
二
肥
後
功
課
一
帯
二
正
五
昼
下
噛
芸
正
月
可
レ
有
レ
此
、
而
依
二
　
年
調
庸
惣
返
抄
不
ツ
請
不
レ
叙
、
然
而
准
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
　
拠
前
例
ハ
今
日
叙
レ
之
、
又
有
二
愁
申
一
也
。

　
こ
の
史
料
は
、
繁
時
が
一
年
の
調
庸
惣
返
抄
を
得
て
い
な
い
た
め
正
月
の
叙
位
は
見
送
ら
れ
た
が
、
約
半
年
後
の
今
日
に
「
准
二
週
前
例
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

し
て
叙
位
を
行
っ
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
仁
和
四
年
官
符
に
よ
れ
ば
、
治
国
に
よ
る
叙
位
は
任
中
の
調
庸
惣
返
抄
を
得
て
い
な
い
者
に
対
し
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て
な
さ
れ
る
は
ず
の
な
い
も
の
だ
が
、
実
際
に
は
、
お
そ
ら
く
は
前
司
に
較
べ
て
成
績
良
好
で
あ
っ
た
た
め
、
叙
位
が
行
わ
れ
て
い
る
の
で
あ

⑳る
。
も
っ
と
も
、
正
月
に
叙
位
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
は
、
公
文
勘
済
者
の
み
叙
位
と
い
う
原
則
が
一
応
は
存
在
し
た
こ
と
を
示
す
も
の
だ
が
、

「
准
二
拠
前
例
二
と
あ
る
の
で
、
現
実
に
は
そ
の
こ
ろ
に
は
す
で
に
公
文
校
勘
済
者
に
対
す
る
加
階
は
慣
例
化
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
よ
う
に
、
仁
和
四
年
官
符
以
下
一
連
の
官
符
に
示
さ
れ
た
判
定
基
準
は
次
第
に
用
い
ら
れ
な
く
な
り
、
受
領
に
対
す
る
叙
位
・
任
官
は

前
司
の
成
績
と
の
比
較
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
の
だ
が
、
そ
う
す
る
と
、
延
喜
一
五
年
（
九
一
五
）
に
受
領
功
過
定
が
始
ま
っ

た
理
由
は
も
は
や
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
従
来
の
判
定
基
準
は
現
実
に
は
達
成
困
難
な
も
の
で
あ
る
た
め
、
そ
れ
に
加
え
て
前
司
の

成
績
と
の
比
較
で
も
っ
て
考
課
を
行
う
べ
く
始
め
ら
れ
た
の
が
受
領
功
過
定
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
受
領
功
過
定
は
、
こ
れ
ま
で
の
厳
し
い
判

定
基
準
で
は
事
実
上
考
課
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
、
前
司
の
成
績
と
の
比
較
検
討
か
ら
考
課
を
行
う
た
め
に
開
始
さ
れ
た
も
の
と
考
え

　
　
　
　
　
　
⑫

ら
れ
る
の
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
延
喜
一
五
年
（
九
一
五
）
以
降
は
仁
和
四
年
官
符
以
下
の
判
定
基
準
は
棚
上
げ
さ
れ
、
前
司
の
成
績
と
の

相
対
的
評
価
で
も
っ
て
考
課
が
な
さ
れ
る
場
合
が
多
く
な
る
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
が
、
一
〇
世
紀
後
半
に
な
る
と
こ
う
し
た
状
況
は
大
き
く
変
化
す
る
。
『
北
山
抄
』
が
「
近
年
之
間
、
勘
二
公
文
一
成
二
別
功
一
之
輩
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

十
二
済
々
」
、
「
近
代
済
レ
事
之
者
甚
多
」
と
い
う
よ
う
に
、
公
文
勘
済
の
受
領
が
急
増
す
る
の
で
あ
る
。
時
期
は
や
や
下
る
が
、
寛
仁
四
年
目
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

〇
二
〇
）
の
申
文
に
は
「
当
時
諸
国
旧
吏
之
所
レ
在
、
都
草
八
十
余
人
也
、
但
此
中
勘
二
畢
公
文
一
老
、
五
十
余
人
也
」
と
み
え
、
半
数
以
上
の
旧

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

吏
が
公
文
を
勘
済
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

　
一
〇
世
紀
後
半
に
な
る
と
公
文
勘
済
老
が
増
加
す
る
理
由
に
つ
い
て
は
別
個
に
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
当
時
の
状
況
か
ら
す
れ
ば
、
調
庸

な
ど
の
二
進
が
順
調
に
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
結
果
と
は
と
う
て
い
考
え
ら
れ
な
い
。
『
北
山
抄
』
が
「
天
暦
以
往
、
済
一
一
合
格
事
一
之
者
甚

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

少
、
是
則
依
レ
実
済
レ
事
、
不
レ
微
二
非
法
物
一
之
所
レ
致
也
」
と
述
べ
る
よ
う
に
、
公
文
勘
済
と
は
い
っ
て
も
実
を
伴
う
も
の
で
あ
っ
た
か
ど
う
か

は
全
く
疑
問
な
の
で
あ
る
。

　
『
北
山
抄
』
に
次
の
よ
う
な
事
例
が
み
え
て
い
る
。
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色
代
診
、
黒
土
所
レ
光
物
可
レ
申
也
、
往
年
、
或
免
二
一
両
年
ハ
雄
二
前
任
免
7
之
、
後
任
不
二
必
免
ハ
而
近
代
、
依
二
一
任
例
ハ
数
代
皆
免
レ
之
、
如
二
但
馬

　
　
国
一
者
、
以
・
芒
弊
時
例
噛
興
復
時
皆
免
、
以
二
絹
一
疋
「
済
二
歳
疋
代
ハ
不
用
布
充
二
高
直
一
筆
レ
之
、
多
為
二
私
利
噛
称
二
之
興
国
ハ
往
年
、
代
始
有
二
国
々
色

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

　
　
代
之
定
噛
近
例
、
只
以
一
二
任
事
一
為
二
永
例
「
依
三
偲
レ
縁
者
任
二
熱
国
」
敷
。

　
こ
れ
は
出
代
に
関
す
る
も
の
だ
が
、
一
度
受
領
に
有
利
な
措
置
が
と
ら
れ
る
と
、
そ
れ
が
こ
の
よ
う
に
前
例
と
し
て
引
き
継
が
れ
て
い
く
の

で
あ
る
。
ま
た
、
給
復
に
つ
い
て
も
「
近
年
之
間
、
随
レ
申
多
被
レ
許
レ
之
、
公
用
閾
乏
、
莫
レ
不
レ
由
レ
斯
」
と
あ
り
、
国
司
の
申
請
通
り
に
許
可

さ
れ
る
場
合
が
多
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
一
〇
世
紀
後
半
以
降
公
文
勘
済
者
が
増
大
す
る
の
は
、
受
領
が
種
々
の
手
段
を
講
じ

て
合
法
的
に
貢
納
量
を
減
少
さ
せ
、
所
司
も
ま
た
そ
れ
を
黙
認
し
た
結
果
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
公
文
を
勘
済
し
た
と
は
い
う
も
の
の
、

実
際
に
は
わ
ず
か
な
量
し
か
撰
進
し
て
い
な
い
の
で
あ
り
、
同
じ
公
文
勘
合
で
も
そ
の
持
つ
意
味
は
一
〇
世
紀
前
半
と
は
全
く
異
な
っ
て
い
る

の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

　
以
上
の
よ
う
に
、
一
部
の
沼
池
国
を
除
き
、
一
〇
世
紀
後
半
に
な
る
と
公
文
勘
済
が
比
較
的
容
易
と
な
る
の
だ
が
、
こ
う
し
た
こ
と
に
よ
り

判
定
基
準
は
再
び
変
化
す
る
。
す
な
わ
ち
、
多
く
の
受
領
が
公
文
勘
済
を
行
う
よ
う
に
な
っ
た
結
果
、
前
司
の
成
績
と
の
摺
対
的
評
価
は
有
効

　
　
　
　
　
　
⑩

性
を
失
い
、
合
格
か
否
か
と
い
う
本
来
の
基
準
が
復
活
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
「
受
領
勘
二
済
公
文
一
華
進
二
申
文
二
「
諸
国
旧
吏
、
勘
二
畢

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

公
文
一
之
後
、
叙
位
除
目
之
間
、
勒
二
所
レ
済
全
課
噛
進
二
加
階
給
官
申
文
こ
と
あ
る
よ
う
に
、
公
文
勘
済
は
功
過
申
文
を
提
出
し
て
勧
賞
を
得

る
必
要
条
件
と
な
り
、
受
領
功
過
定
の
場
で
は
公
文
勘
済
の
年
限
が
確
認
さ
れ
る
だ
け
で
、
主
計
・
主
税
寮
の
大
鷲
文
を
用
い
て
の
審
議
は
意

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

味
を
な
さ
な
く
な
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
給
官
の
場
合
は
、
公
文
を
勘
済
し
た
か
否
か
だ
け
で
は
優
劣
が
つ
け
難
く
な
り
、
公
文
を
い
か
に

　
　
　
　
　
　
⑬
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

早
く
勘
済
し
た
か
、
公
文
勘
済
の
他
に
ど
れ
だ
け
多
く
の
別
功
が
あ
る
か
な
ど
が
問
題
と
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。

四

　
　
　
　
　

受
領
功
過
定
二
一
勘
解
由
勘
文
1

　
　
　
　
（

次
に
、
勘
解
由
勘
文
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。
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勘
解
由
勘
文
は
本
星
条
、
不
動
条
、
交
替
欠
条
な
ど
か
ら
な
り
、
「
以
下
前
司
交
替
時
受
領
証
与
巾
分
二
丁
後
司
一
之
数
上
定
レ
之
、
　
一
条
読
畢
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

更
又
見
二
合
前
後
物
数
等
ハ
申
二
其
趣
ハ
議
定
後
、
読
書
次
条
二
と
あ
る
よ
う
に
、
受
領
功
過
定
の
場
で
は
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
赴
任
時
の
受
領

　
　
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
曾

数
と
交
替
時
の
分
付
数
と
が
比
較
検
討
さ
れ
、
そ
の
増
減
に
随
っ
て
過
あ
る
い
は
無
過
の
判
定
が
な
さ
れ
た
。
そ
の
た
め
、
勘
解
由
置
文
に
は
、

当
任
と
新
司
の
交
替
時
の
不
買
解
由
状
の
他
に
、
証
帳
（
状
）
あ
る
い
は
前
賢
と
呼
ば
れ
る
前
任
老
と
選
任
の
交
替
時
の
不
与
解
由
状
も
併
せ
て

　
　
　
⑳
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

載
せ
ら
れ
、
両
者
を
比
較
し
な
が
ら
審
議
が
行
わ
れ
た
。
『
北
山
抄
』
に
「
欲
レ
読
二
歯
状
ハ
先
導
、
多
計
久
良
芦
」
と
あ
る
の
は
、
二
つ
の
不

与
解
由
状
が
見
合
さ
れ
て
い
た
様
子
を
承
す
も
の
で
あ
る
。

　
先
述
し
た
よ
う
に
、
勘
解
由
学
賞
が
受
領
功
過
定
の
場
で
の
審
議
対
象
と
な
る
の
は
天
慶
八
年
宣
に
よ
っ
て
で
あ
り
、
そ
の
審
議
の
特
徴
は

任
中
に
お
い
て
圏
内
官
物
に
欠
負
を
生
じ
さ
せ
な
か
っ
た
か
否
か
を
中
心
に
功
過
判
定
を
行
っ
て
い
た
点
に
あ
る
。

　
な
お
、
天
慶
八
年
宣
が
出
さ
れ
た
事
情
に
つ
い
て
、
『
北
山
抄
』
に
は
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　
　
　
延
長
以
来
、
勘
解
由
使
、
錐
レ
進
二
勘
奏
噛
数
年
欝
積
、
不
レ
成
二
報
符
ハ
至
二
干
納
官
封
家
所
々
繕
物
一
見
二
業
二
寮
勘
文
ハ
鰍
・
睡
鏑
泊
…
留
国
官
物
、
非
レ
光
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

　
　
不
審
噛
因
レ
之
天
慶
八
年
宣
下
二
使
尚
噛
令
レ
勘
二
申
正
税
不
動
糖
条
ハ
令
三
諸
卿
定
二
申
其
功
過
一
也
。

　
こ
れ
に
よ
る
と
、
延
長
年
間
以
降
勘
解
由
使
勘
判
が
下
さ
れ
な
く
な
り
、
「
留
国
官
物
、
非
レ
光
二
不
審
一
」
の
た
め
、
正
税
等
に
つ
い
て
勘
解

由
使
が
勘
申
を
行
い
、
諸
卿
が
そ
の
功
過
を
定
め
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

「
解
由
制
度
の
下
で
は
ハ
前
後
司
か
ら
出
さ
れ
た
不
与
解
由
状
を
受
け
て
勘
解
由
使
が
勘
判
を
下
し
、
そ
れ
に
従
っ
て
前
司
が
填
納
を
行
い
解

由
が
与
え
ら
れ
る
。
故
に
、
前
司
が
欠
負
を
填
下
し
な
い
ま
ま
放
還
さ
れ
て
い
た
と
す
る
と
、
そ
れ
は
解
由
制
度
が
形
骸
化
し
た
こ
と
を
意
味

す
る
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
先
述
し
た
よ
う
に
、
実
際
に
は
以
前
か
ら
こ
う
し
た
欠
負
を
弁
済
せ
ず
に
任
を
離
れ
る
受
領
が
少
な
く
な
か

っ
た
の
だ
が
、
一
〇
世
紀
に
な
る
と
事
態
は
さ
ら
に
悪
化
し
、
「
遷
代
之
吏
、
未
レ
填
二
嬬
屋
ハ
偏
進
二
解
由
ハ
皆
薄
手
叙
用
一
」
と
い
う
よ
う
に
、

受
領
が
野
菜
未
填
の
ま
ま
解
由
を
得
、
さ
ら
に
そ
う
し
た
受
領
が
叙
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
累
積
し
た
欠
負
の
弁
済
を
前

司
だ
け
で
な
く
後
言
に
も
求
め
て
い
た
た
め
、
欠
負
を
補
填
し
て
解
由
を
得
る
こ
と
は
現
実
に
は
困
難
で
あ
っ
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
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が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
こ
う
し
た
状
況
の
下
で
は
勘
判
を
下
す
こ
と
が
無
意
味
と
な
り
、
そ
の
結
果
「
勘
解
由
使
、
錐
レ
進
二
勘
奏
軒
数
聖
徒
積
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

不
レ
成
二
報
符
こ
と
な
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
こ
と
は
政
府
に
と
っ
て
は
由
由
し
き
事
態
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
「
留

国
官
物
、
非
レ
元
二
不
審
一
」
と
い
う
状
態
を
解
消
す
る
た
め
に
天
慶
八
年
宣
を
出
し
、
前
司
以
往
の
欠
負
を
切
り
離
し
て
華
中
に
国
内
官
物
の

欠
負
が
な
か
っ
た
か
ど
う
か
を
問
題
と
す
る
よ
う
に
し
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
天
慶
八
年
宣
は
解
由
制
度
が
従
来
の
ま
ま

で
は
維
持
で
き
な
く
な
っ
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
勘
解
由
勘
文
と
そ
の
審
議
は
解
由
制
度
の
補
完
的
役
割
を
果
た
し
て
い
た
と
い
う
こ

と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

五

　
　
　
　
　

受
領
功
過
定
三
－
審
議
項
目
の
増
加
i

　
　
　
　
（
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本
節
で
は
、
そ
の
他
の
審
議
項
目
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
と
思
う
。

　
封
租
抄
は
封
戸
の
田
租
の
納
入
状
況
を
確
認
す
る
た
め
の
も
の
で
、
新
委
不
動
穀
と
と
も
に
主
税
勘
文
に
載
せ
ら
れ
る
。
但
し
、
こ
の
封
租

抄
が
い
つ
の
時
点
か
ら
審
議
の
対
象
と
な
っ
た
か
は
不
明
で
あ
る
。

　
新
委
不
動
穀
は
、
従
来
の
不
動
穀
の
減
少
に
対
処
す
る
た
め
、
康
保
元
年
官
符
に
よ
っ
て
新
た
に
蓄
積
が
命
じ
ら
れ
た
不
動
穀
で
あ
る
。
新

委
不
動
穀
は
官
符
と
喜
界
か
ら
な
り
、
前
老
は
受
領
が
毎
年
確
保
せ
ね
ば
な
ら
な
い
一
定
最
の
不
動
穀
で
あ
り
、
後
者
は
そ
れ
以
外
に
受
領
が

任
意
に
貯
積
し
た
不
動
穀
で
、
こ
れ
を
行
っ
た
受
領
は
殊
功
と
さ
れ
た
。
新
委
不
動
穀
の
用
途
は
従
来
の
不
動
穀
と
同
様
で
、
中
央
政
府
の
命

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

に
よ
り
造
営
料
、
臨
時
行
事
料
、
交
易
雑
物
料
な
ど
に
使
用
さ
れ
た
。

　
率
分
は
、
「
警
官
調
庸
井
憲
章
作
物
交
易
雑
物
及
年
料
米
等
」
の
年
輸
料
の
一
〇
分
の
一
（
の
ち
一
〇
分
の
二
と
な
る
）
を
合
期
に
進
上
さ
せ
た

も
の
で
、
天
暦
六
年
九
月
＝
欝
官
符
に
よ
り
成
立
し
た
。
こ
れ
は
、
調
庸
な
ど
の
画
期
・
未
進
が
常
態
化
す
る
な
か
で
、
最
低
限
の
量
の
確

保
を
図
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
後
の
応
和
三
年
官
符
に
は
「
而
頃
年
不
レ
守
二
参
期
ハ
多
芸
二
週
越
ハ
僅
済
二
二
分
之
法
数
ハ
都
忘
二
其
図
無

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

見
上
ハ
倉
虞
皆
空
、
職
細
意
由
」
と
あ
り
、
率
分
だ
け
を
納
め
て
自
余
は
進
済
さ
れ
な
い
状
況
と
な
っ
て
い
っ
た
。
な
お
、
野
分
は
主
に
恒
例
・
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⑳

臨
時
の
行
事
費
用
に
用
い
ら
れ
た
。
　
　
　
　
‘

　
斎
院
襖
祭
料
は
賀
茂
祭
関
係
の
艶
物
で
、
当
初
は
所
司
か
ら
支
給
さ
れ
て
い
た
が
、
調
庸
の
納
入
状
況
が
悪
化
す
る
に
と
も
な
い
、
進
納
が

滞
り
が
ち
と
な
っ
た
た
め
、
諸
国
か
ら
直
接
徴
収
す
る
よ
う
に
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
間
の
事
情
に
つ
い
て
は
、
康
和
三
年
四
月
一
〇
日

宣
旨
に
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　
　
　
康
和
三
年
四
月
十
日
宣
旨
云
、
藤
祭
料
雑
物
、
帯
下
臨
二
期
日
「
諸
司
下
宛
ぬ
而
諸
司
調
庸
、
早
不
二
進
納
ハ
衡
年
来
之
間
、
分
二
見
国
々
一
驚
月
辮
日
以

　
　
前
、
可
レ
奉
二
言
院
幽
之
由
、
毎
年
給
隔
壁
全
冊
髪
合
期
進
上
、
依
レ
在
監
麓
悪
ハ
以
随
詣
返
却
一
者
、
不
二
進
納
一
之
時
、
勘
二
申
功
過
一
之
日
、
准
一
諸
司
例
ハ
仰
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

　
　
彼
院
司
噛
令
レ
勘
二
申
件
雑
物
違
期
未
進
之
国
「
随
ご
其
高
騰
之
書
跡
ハ
不
レ
預
二
治
国
之
勧
賞
一
壷
。

　
最
後
に
、
別
功
に
つ
い
て
少
し
述
べ
て
お
き
た
い
と
思
う
。
別
功
は
特
別
の
功
績
が
あ
っ
た
と
き
に
記
さ
れ
る
も
の
で
、
黒
帯
の
定
文
の
書

様
に
は
末
尾
に
「
此
他
有
二
別
心
功
一
者
可
レ
入
」
と
注
記
さ
れ
て
い
る
。
別
功
は
当
初
か
ら
存
在
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
「
近
年
之
間
、
勘
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

公
文
一
成
二
別
功
｝
市
中
、
已
以
済
潔
し
と
あ
る
よ
う
に
、
一
〇
世
紀
後
半
以
降
別
功
を
な
す
受
領
が
増
加
す
る
。
こ
れ
は
中
央
貢
進
物
や
正
税

が
不
足
す
る
に
と
も
な
い
、
大
規
模
な
行
事
や
造
営
事
業
な
ど
は
通
常
の
税
収
で
は
負
担
し
き
れ
な
く
な
り
、
成
功
が
数
多
く
利
用
さ
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

　
そ
の
他
の
審
議
項
目
に
つ
い
て
み
て
き
た
が
、
そ
れ
ら
の
多
く
は
調
庸
以
下
の
中
央
貢
進
物
の
違
憲
・
未
進
、
あ
る
い
は
正
税
の
不
足
と
密

接
に
関
係
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
た
よ
う
に
思
う
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
ら
は
中
央
貢
進
物
や
正
税
の
不
足
を
あ
る
い
は
補
完
し
、
あ
る
い
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

そ
れ
に
代
わ
る
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
さ
て
、
八
面
紀
末
に
な
る
と
、
中
央
貢
進
物
の
轟
々
・
未
進
や
正
税
の
忙
裏
が
閥
題
と
な
る
が
、
時
代
が
下
る
に
つ
れ
そ
れ
は
ま
す
ま
す
深

刻
化
す
る
。
九
世
紀
末
に
簾
中
の
調
庸
・
雑
器
惣
返
抄
を
取
得
し
た
か
否
か
で
も
っ
て
受
領
の
考
課
を
行
い
、
中
央
貢
進
物
の
確
保
を
図
っ
た

の
は
こ
の
よ
う
な
事
態
に
対
処
す
る
た
め
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
一
〇
世
紀
の
後
半
に
な
る
と
、
先
述
し
た
よ
う
に
、
公
文
勘
済
の
受
領
が
増

加
す
る
一
方
で
実
際
の
貢
納
量
は
減
少
の
一
途
を
た
ど
っ
た
。
こ
う
し
た
な
か
で
政
府
は
新
し
い
施
策
を
打
ち
出
し
て
財
政
構
造
の
再
編
成
に
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の
り
だ
し
て
い
く
。
た
と
え
ば
、
そ
の
一
つ
が
、
税
収
が
乏
し
く
な
る
中
で
、
国
家
機
構
を
維
持
す
る
た
め
に
必
要
な
も
の
は
他
に
優
先
し
て

確
保
し
よ
う
と
い
う
動
き
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
こ
と
は
す
で
に
一
〇
世
紀
前
半
の
段
階
で
み
ら
れ
、
延
長
四
年
（
九
二
六
）
に
は
玉
壷
貢
進
の

日
に
年
案
物
詣
を
あ
ら
か
じ
め
斎
蔵
に
納
め
よ
と
の
宣
旨
奮
さ
れ
て
い
る
噸
さ
ら
に
進
ん
で
必
要
分
を
従
来
の
税
体
系
か
ら
切
り
離
し
・

諸
国
か
ら
直
接
納
入
さ
せ
る
よ
う
に
な
る
。
黒
影
、
斎
院
膜
祭
料
な
ど
が
そ
の
例
で
あ
る
。
こ
の
他
成
功
や
臨
時
賦
課
の
増
加
な
ど
さ
ま
ざ
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

な
動
き
が
み
ら
れ
る
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
一
〇
世
紀
後
半
は
国
家
財
政
の
大
き
な
転
換
期
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
う
す
る
と
、
受
領
考

課
制
度
も
こ
う
し
た
動
き
に
対
応
し
て
変
化
を
と
げ
る
わ
け
で
あ
り
、
そ
れ
が
一
〇
世
紀
後
半
以
降
に
お
け
る
受
領
功
過
定
で
の
審
議
項
昌
の

増
加
な
の
で
あ
る
。
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①
故
実
叢
書
本
『
西
宮
記
』
巻
二
除
目
。
な
お
、
特
に
こ
と
わ
り
の
な
い
限
り
、

　
『
西
宮
記
』
は
い
ず
れ
も
故
実
叢
書
本
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

②
　
故
実
叢
書
本
『
北
山
抄
』
巻
三
定
受
領
功
過
事
。
な
お
、
『
北
山
抄
』
は
い
ず

　
れ
も
故
実
叢
讃
本
に
よ
る
も
の
と
す
る
が
、
一
都
の
字
句
に
つ
い
て
は
『
藤
原
公

　
任
　
稿
本
北
山
抄
』
（
二
川
社
、
一
九
八
三
年
）
に
よ
り
補
訂
を
行
っ
た
。

③
　
『
北
山
抄
』
巻
三
定
受
領
功
過
事
に
は
「
加
階
給
官
申
文
」
と
あ
る
。
な
お
、

　
『
朝
野
群
載
』
巻
二
八
に
、
中
原
師
平
が
延
久
四
年
（
一
〇
七
二
）
に
提
出
し
た

　
功
過
申
文
が
収
載
さ
れ
て
い
る
。

④
『
朝
野
群
載
』
巻
二
八
に
、
天
永
年
間
の
主
計
寮
合
否
注
文
が
収
載
さ
れ
て
い

　
る
（
後
掲
）
。

⑤
　
『
朝
野
戦
車
』
巻
二
八
に
、
天
永
年
間
の
主
計
寮
勘
文
が
収
載
さ
れ
て
い
る
（
後

　
掲
）
。

⑥
巻
一
〇
加
階
寮
。

　
　
な
お
、
位
階
と
異
な
り
、
官
職
と
治
国
数
と
の
間
に
は
直
接
豹
な
対
応
関
係
は

　
み
ら
れ
な
い
が
、
寛
弘
六
年
正
月
一
五
日
の
大
江
乗
口
の
給
官
申
文
に
、
「
右
随

　
衡
為
二
尾
張
守
一
之
時
、
撫
レ
民
治
レ
国
、
致
二
合
期
之
勤
ハ
有
レ
功
無
レ
過
日
由
、
諸

　
卿
角
皿
早
知
」
（
『
本
朝
文
素
』
）
と
あ
る
よ
う
に
、
給
官
の
際
に
は
考
課
の
結
果

　
が
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

⑦
　
『
北
山
抄
』
巻
｝
○
勘
出
購
。

⑧
『
群
書
類
従
』
巻
八
○
公
芋
部
。

⑨
『
侍
中
群
盗
』
（
目
崎
徳
衛
校
訂
・
解
説
、
野
川
弘
文
館
、
一
九
八
五
年
）
。

⑩
『
新
儀
式
』
、
『
西
宮
詑
』
で
は
、
「
諸
国
受
領
官
奏
二
赴
レ
任
由
一
事
」
、
「
受
領
赴
レ

　
任
事
」
と
な
っ
て
い
る
が
、
内
容
は
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
。

⑫
　
前
掲
の
天
長
元
年
入
月
二
〇
覇
官
符
に
も
「
其
新
除
守
介
、
謄
写
余
目
引
見
ハ
勘
二

　
喩
治
方
「
因
加
二
質
物
一
」
と
あ
る
が
、
帰
任
後
の
考
諜
と
い
か
な
る
関
係
に
あ
っ

　
た
か
は
不
明
で
あ
る
。
受
領
の
引
見
が
こ
れ
以
降
継
続
し
た
か
否
か
は
明
ら
か
で

　
な
い
が
、
少
な
く
と
も
受
領
考
課
制
度
成
立
以
後
は
受
領
罷
申
が
恒
例
化
し
た
も

　
の
と
思
わ
れ
る
。

⑫
『
北
山
抄
』
巻
一
〇
罷
申
事
に
も
「
給
レ
禄
之
次
、
令
レ
仰
明
瞭
レ
勤
可
レ
賞
之
由
こ

　
と
あ
る
。

⑬
　
　
『
北
山
抄
』
巻
一
〇
臨
時
申
詩
雑
事
。

⑭
『
朝
野
群
載
』
巻
二
八
延
久
四
年
功
過
申
文
。
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⑮
受
領
考
諜
制
度
に
お
け
る
一
連
の
考
課
手
続
き
が
従
来
の
圏
司
考
課
制
度
の
そ

　
れ
と
大
き
く
網
違
し
て
い
る
理
由
や
そ
の
意
殊
に
つ
い
て
は
、
九
世
紀
以
降
に
み

　
ら
れ
る
政
務
形
態
の
変
化
全
体
の
中
で
考
え
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

⑯
『
北
山
抄
』
巻
一
〇
功
過
定
窺
。

⑰
　
前
任
者
が
公
文
未
勘
済
の
時
は
そ
の
前
に
公
文
を
勘
済
し
た
受
領
の
功
過
を
載

　
せ
る
（
「
前
司
若
不
レ
勘
二
公
文
一
樹
、
錐
二
越
任
｝
勘
二
申
開
欝
欝
頴
田
主
税
寮
如
レ
之
」

　
『
北
山
抄
』
巻
三
定
受
領
功
過
事
）
。
次
に
掲
げ
る
天
永
年
間
の
主
計
火
星
文
は
そ

　
の
例
で
あ
る
。

⑱
『
朝
野
群
載
』
巻
二
八
。

⑲
『
朝
野
生
瀬
』
巻
二
八
。

⑳
　
『
北
山
抄
』
巻
込
定
受
領
功
過
事
。

⑳
　
　
『
西
宮
記
』
巻
八
受
領
赴
任
事
（
裏
書
）
。

＠
罷
申
時
の
叙
位
で
あ
り
、
ま
た
亡
弊
羅
赴
任
の
際
に
は
予
め
加
階
す
る
場
合
が

　
あ
る
の
で
（
『
北
山
抄
』
巻
一
〇
臨
晦
申
請
雑
事
）
、
本
文
の
よ
う
に
解
し
た
が
、

　
橘
澄
清
は
寛
平
九
年
（
八
九
七
）
に
伊
予
介
、
延
喜
元
年
（
九
〇
一
）
に
讃
岐
権

　
介
に
任
じ
ら
れ
（
『
公
卿
補
任
瞼
延
喜
一
三
年
条
）
、
こ
の
三
日
前
の
一
七
日
に
は

　
「
功
文
」
が
御
前
で
読
ま
れ
て
い
る
（
註
⑳
参
照
）
の
で
、
こ
の
時
の
叙
位
は
両

　
国
で
の
治
績
が
認
め
ら
れ
た
結
果
と
も
考
え
ら
れ
る
。

＠
　
史
籍
三
賀
本
『
西
宮
記
』
巻
三
里
受
領
功
過
に
よ
る
と
、
除
目
の
際
に
不
与
状
、

　
功
文
が
読
ま
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

　
　
延
応
呈
ハ
年
正
［
月
十
一
日
、
除
日
同
次
、
於
二
面
晶
朋
一
依
レ
仰
、
蝕
就
工
下
野
守
賞
阿
風
不
与

　
状
ハ
同
六
年
九
月
十
七
日
、
除
睾
読
二
讃
岐
介
澄
清
功
文
御
前
哺

　
　
橘
澄
清
は
こ
の
直
後
に
叙
さ
れ
て
い
る
の
で
、
こ
う
し
た
こ
と
が
受
領
の
考
課

　
と
な
ん
ら
か
の
関
係
に
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
の
だ
が
、
そ
の
詳
細
は
不
朋
で
あ
る
。

⑳
　
　
『
北
山
抄
』
巻
一
〇
給
官
事
。

⑳
　
『
西
宮
記
』
巻
二
除
目
。

⑳
『
西
宮
記
隔
巻
二
除
目
。

＠
　
『
類
聚
細
図
抄
』
延
喜
一
五
年
一
二
月
八
日
宣
。

⑱
　
『
北
山
抄
』
巻
一
〇
功
過
定
事
、
給
金
寮
。

⑳
『
貞
信
公
記
』
天
慶
二
年
七
月
二
日
中
。

⑭
　
七
月
の
叙
位
が
任
中
の
調
庸
惣
返
抄
を
取
得
し
た
結
果
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
の

　
旨
が
記
さ
れ
る
は
ず
で
あ
る
し
、
ま
た
「
愁
申
」
の
必
要
も
な
い
わ
け
で
あ
る
か

　
ら
、
こ
の
叙
位
は
講
中
の
調
庸
惣
返
抄
を
得
な
い
ま
ま
な
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら

　
れ
る
。

⑭
　
任
中
の
調
庸
惣
返
抄
を
得
て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
伊
勢
守
に
な
っ
て
い

　
る
点
に
も
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

⑫
　
　
『
西
宮
記
』
巻
二
除
鼠
（
註
⑳
前
掲
史
料
）
に
「
令
一
榊
公
卿
定
申
一
」
と
あ
る
の

　
で
、
延
寛
呈
五
年
以
前
に
お
い
て
も
飼
別
的
、
臨
時
的
に
は
仁
和
四
年
官
符
の
基

　
準
に
達
し
な
い
受
領
の
成
績
が
石
釜
会
議
の
場
で
何
ら
か
の
方
法
で
審
議
さ
れ
る

　
場
合
も
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

⑳
『
北
山
抄
』
巻
一
〇
給
官
泰
。

⑭
　
　
『
轟
A
・
朝
拙
机
文
粋
』
巻
六
大
江
時
締
捧
由
－
文
（
寛
仁
四
年
正
月
一
五
臼
）
。

（
㊥
　
長
徳
元
年
（
九
九
五
）
に
離
任
二
二
年
内
に
公
文
を
完
済
し
な
い
と
そ
の
子
息

　
を
叙
異
し
な
い
と
し
（
『
本
朝
文
粋
』
二
六
長
徳
三
年
正
月
二
三
錆
源
金
剛
申
文
）
、

　
ま
た
『
権
記
』
長
徳
四
年
八
月
ニ
ハ
二
条
に
「
抑
受
領
之
吏
、
去
レ
任
二
年
之
中
、

　
不
レ
勘
工
公
文
一
之
輩
、
不
レ
旗
門
叙
用
一
陰
張
、
当
時
新
漫
罵
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
す

　
れ
ば
、
公
文
未
勘
済
の
受
領
が
決
し
て
少
な
く
は
な
か
っ
た
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。

　
な
お
、
佐
々
木
氏
は
こ
れ
ら
の
史
料
か
ら
公
文
勘
済
が
決
し
て
容
易
で
は
な
か
っ

　
た
点
を
強
調
し
て
お
ら
れ
る
が
（
佐
々
木
宗
雄
は
じ
め
に
註
②
前
掲
論
文
）
、
以
前

　
の
状
況
と
の
比
較
で
は
末
文
で
述
べ
た
こ
と
が
菓
実
で
あ
ろ
う
。

⑳
　
『
北
山
抄
』
巻
一
〇
給
官
事
。
『
政
事
要
略
騒
天
暦
四
年
二
月
一
〇
日
宣
に
は

　
「
不
レ
勤
塩
兇
納
ハ
巧
成
二
返
抄
こ
と
あ
る
。

⑳
　
『
北
山
抄
』
巻
一
〇
臨
時
申
請
雑
事
。

⑳
　
『
北
山
抄
隠
巻
｝
○
給
復
事
。

69　（213）



⑳
　
志
摩
国
で
は
、
高
橋
忠
信
が
は
じ
め
て
四
度
公
文
を
勘
じ
、
調
庸
惣
返
抄
を
請

　
け
た
と
あ
る
（
『
小
右
記
』
正
暦
四
年
正
月
六
日
条
、
『
北
山
抄
』
巻
｛
○
加
階
事
）
。

　
ま
た
、
安
房
国
で
も
、
「
延
喜
以
来
、
彼
国
守
所
レ
任
、
惣
辮
四
人
壷
中
、
纏
勘
二

　
畢
公
文
一
者
只
六
人
也
」
と
さ
れ
て
い
る
（
『
本
朝
続
文
粋
』
巻
六
寛
仁
四
年
正
月

　
一
五
日
大
江
時
棟
申
文
）
。
従
っ
て
、
こ
う
し
た
国
々
で
は
主
計
・
主
税
大
勘
文

　
を
用
い
て
の
相
対
的
評
価
が
～
定
度
の
意
味
を
有
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

⑳
　
仁
湘
四
年
官
符
で
は
、
調
庸
を
任
中
分
に
加
え
て
一
定
量
の
未
進
分
を
納
め
れ

　
ば
加
階
と
あ
る
の
に
対
し
、
先
掲
の
定
文
の
書
様
や
他
の
史
料
で
は
い
ず
れ
も
任

　
中
分
（
前
司
任
終
年
と
当
職
三
年
分
）
の
惣
返
抄
を
取
得
し
た
だ
け
で
合
格
と
さ

　
れ
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
『
北
山
抄
』
に
引
用
さ
れ
た
「
依
一
一
前
司
身
存
「

　
不
レ
可
レ
翠
嵐
近
年
未
進
ハ
於
二
瀬
年
一
者
、
雪
下
免
二
調
庸
未
進
一
之
恩
詔
卸
不
レ
可
二
申

　
講
舗
云
々
」
（
『
北
山
抄
』
巻
一
〇
蹴
碍
申
請
雑
事
）
と
い
う
小
槻
奉
親
の
意
見
が
参

　
考
と
な
ろ
う
。
こ
れ
は
前
司
以
往
の
未
進
調
庸
率
分
の
免
除
を
求
め
る
申
請
に
対

　
す
る
も
の
で
、
近
年
の
未
進
は
前
司
が
生
存
し
て
い
る
限
り
前
司
に
納
入
責
任
が

　
あ
り
、
往
年
の
未
進
は
免
除
の
恩
詔
が
出
さ
れ
て
い
る
の
で
免
除
の
申
請
は
す
べ

　
き
で
な
い
、
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
奉
親
の
考
え
で
は
現
実
に
は
未
進

　
の
調
庸
は
ほ
と
ん
ど
存
在
し
な
い
こ
と
に
な
る
。
も
っ
と
も
、
前
司
が
死
去
し
た

　
と
き
は
未
進
調
庸
率
分
を
納
め
な
い
と
い
け
な
い
の
だ
が
、
「
近
代
之
閥
、
所
司

　
合
レ
眼
、
不
レ
百
司
如
レ
此
之
事
一
云
々
」
（
『
北
山
抄
』
巻
一
〇
長
詩
申
請
美
山
）
と

　
あ
る
よ
う
に
、
実
際
に
は
納
入
を
求
め
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

　
定
文
の
書
様
な
ど
に
お
い
て
任
中
分
だ
け
で
合
格
と
さ
れ
て
い
る
の
は
こ
う
し
た

　
事
情
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
　
な
お
、
二
幅
の
定
文
の
書
様
に
は
雑
米
惣
返
抄
だ
け
「
合
格
」
の
注
記
が
み
え

　
な
い
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
『
北
山
抄
』
（
巻
国
定
受
領
功
過
事
）
は
次
の
よ
う

　
な
解
説
を
云
え
て
い
る
。

　
　
雑
三
雲
返
抄
下
注
入
合
格
一
類
有
レ
論
説
也
、
寛
平
紅
藻
日
、
前
司
任
終
年
雑
米

　
可
レ
令
二
後
柳
川
軍
戸
云
々
、
而
延
喜
一
二
年
格
後
園
日
、
任
終
年
雑
劇
、
当
任
司

　
可
二
弁
請
口
者
、
然
則
当
々
弁
済
国
、
不
レ
叶
レ
格
叶
レ
符
、
冥
護
レ
可
レ
注
二
合
格
「
若

　
可
レ
注
二
官
符
一
敷
、
（
中
略
）
西
宮
抄
不
レ
注
二
合
格
「
尤
可
レ
然
鰍
、
越
前
加
賀
者
、

　
依
三
蘇
平
□
年
符
一
還
如
レ
格
、
依
難
レ
注
二
合
格
門
何
日
之
有
乎
。

＠
　
『
西
宮
記
』
巻
二
本
目
、
『
北
山
抄
』
巻
三
定
受
領
功
過
事
。

＠
　
『
北
山
抄
』
巻
一
〇
の
古
今
定
功
過
例
や
摂
関
期
の
日
記
に
み
え
る
受
領
功
過

　
定
に
お
い
て
、
主
計
・
主
税
大
勘
文
が
ほ
と
ん
ど
問
題
と
な
ら
ず
、
次
に
述
べ
る

　
勘
解
由
舞
文
が
審
議
の
中
心
と
な
っ
て
い
る
の
は
こ
う
し
た
寡
情
に
よ
る
も
の
で

　
あ
る
。
ま
た
、
『
北
山
抄
』
巻
一
〇
功
過
定
事
に
、
所
司
の
勘
文
に
載
せ
ら
れ
る

　
前
任
者
の
功
過
に
つ
い
て
「
近
代
所
一
勘
注
一
葦
如
在
也
、
依
レ
所
二
定
行
ハ
至
聖
レ
楚

　
鰍
」
と
あ
る
の
も
同
様
な
寮
情
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

⑧
　
「
近
代
之
例
、
早
勘
二
公
文
一
之
者
為
二
上
建
白
被
レ
抽
レ
賞
」
（
『
北
山
抄
』
巻
一

　
〇
功
過
定
事
）
。
こ
の
結
果
、
同
じ
公
文
勘
済
者
で
も
、
任
期
内
に
公
文
を
勘
済

　
し
た
「
炉
塞
」
と
、
任
終
後
に
公
文
を
勘
済
し
た
「
得
替
」
と
が
区
別
さ
れ
る
よ

　
う
に
な
る
。

⑭
　
　
「
先
可
レ
入
下
令
レ
興
二
復
任
岡
一
之
者
、
合
期
勘
二
公
文
「
成
二
別
建
欄
之
者
上
」
（
『
北

　
山
抄
吐
巻
一
〇
外
官
除
目
受
領
之
挙
）
。
ま
た
、
天
元
三
年
（
九
八
○
）
正
月
二

　
三
日
の
割
興
の
申
文
は
、
「
任
国
功
十
二
箇
条
」
に
つ
い
て
、
「
溶
融
、
勘
二
雑
公

　
文
「
請
二
輪
返
抄
一
壷
二
箇
条
之
外
、
皆
津
別
功
也
」
と
し
て
い
る
。
別
功
に
つ

　
い
て
は
後
述
す
る
が
、
一
〇
世
紀
後
半
以
降
成
功
が
盛
行
す
る
な
か
で
、
こ
う
し

　
た
別
功
の
有
無
．
多
寡
が
考
課
の
際
に
重
要
な
意
味
を
も
つ
よ
う
に
な
っ
た
よ
う

　
で
あ
る
。

⑯
　
公
文
勘
済
者
が
増
加
し
、
ま
た
「
有
レ
過
之
者
、
填
二
其
物
一
之
後
、
旧
例
不
レ
賞
レ

　
之
、
独
任
中
辞
退
之
人
、
雛
レ
済
二
在
任
怪
事
「
依
レ
不
レ
合
レ
格
、
又
無
二
勧
賞
ハ
而

　
近
代
皆
被
レ
賞
レ
之
、
恩
之
三
舞
」
（
『
北
山
抄
』
巻
一
〇
加
階
事
）
と
あ
る
よ
う
に
、

　
一
旦
過
と
さ
れ
た
者
や
任
中
辞
退
老
も
勧
賞
の
対
象
と
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
結

　
果
、
治
国
と
認
定
さ
れ
る
受
領
の
数
は
次
第
に
多
く
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
延

　
喜
年
闘
に
は
治
国
ニ
カ
国
で
正
五
位
下
だ
っ
た
の
が
、
『
北
山
抄
』
で
は
三
力
国
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受領考課制度の成立と展開（寺内）

　
で
正
五
左
下
と
さ
れ
て
い
る
の
は
、
こ
う
し
た
治
國
者
の
増
加
に
対
応
し
た
も
の

　
で
あ
ろ
う
。

⑯
　
こ
の
他
、
用
残
条
、
動
用
条
、
地
子
条
、
無
総
立
用
方
な
ど
が
あ
り
、
そ
の
後

　
長
保
四
年
（
一
〇
〇
二
）
の
新
制
に
よ
り
神
社
仏
寺
が
加
え
ら
れ
た
。
ま
た
、
『
江

　
家
次
第
』
巻
四
定
受
領
功
課
事
に
よ
る
と
大
垣
条
が
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

＠
　
『
北
山
抄
細
巻
三
定
受
領
功
過
事
。

⑯
　
一
旦
過
と
さ
れ
て
も
そ
の
後
翼
納
を
行
え
ば
過
は
削
ら
れ
る
。

⑳
　
『
江
家
次
第
』
巻
四
定
受
領
功
課
事
に
は
、
参
議
一
人
が
「
読
二
不
与
状
一
」
と

　
あ
り
、
「
不
与
状
勘
解
由
大
息
文
是
也
」
と
の
蛮
書
が
な
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
『
江

　
次
第
紗
』
第
四
定
受
領
面
謝
事
に
は
「
先
読
二
新
司
勘
状
一
読
請
二
益
上
卿
ハ
申
云
タ

　
ケ
ク
ラ
ベ
、
次
又
読
二
前
司
証
状
こ
と
あ
る
。
な
お
、
『
政
事
要
略
』
永
詐
元
年

　
一
二
月
一
九
日
宣
に
は
、
勘
解
由
勘
文
に
つ
い
て
、
「
而
亦
監
獄
前
後
勘
陳
之
状
噛

　
不
レ
明
二
欠
負
功
課
之
由
一
」
の
た
め
、
以
後
功
課
粗
暴
を
注
進
せ
よ
と
述
べ
ら
れ
て

　
い
る
。

⑳
　
『
北
山
抄
』
巻
三
定
受
領
功
過
事
。

⑪
　
『
北
山
抄
』
巻
一
〇
功
過
定
事
。

⑫
　
『
政
事
要
略
』
天
慶
二
年
二
月
一
五
日
官
符
。

＠
　
先
述
し
た
よ
う
に
、
未
得
解
由
者
で
成
績
が
比
較
的
優
良
な
者
が
受
領
に
任
じ

　
ら
れ
た
例
も
あ
る
。

⑳
増
淵
徹
氏
は
、
「
勘
解
由
使
、
錐
レ
進
二
勘
奏
（
数
年
徒
積
、
不
レ
成
二
報
符
二
を

　
忠
平
と
醍
醐
天
皇
の
対
立
の
結
果
と
し
て
お
ら
れ
る
が
（
増
淵
徹
「
「
勘
解
由
使
勘

　
判
抄
」
の
基
礎
的
考
察
」
、
『
史
学
雑
誌
』
九
五
一
四
、
一
九
八
六
年
目
、
佐
々
木

　
宗
雄
氏
が
批
判
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
そ
れ
は
解
由
制
度
の
形
骸
化
を
主
な
要
因

　
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
（
佐
々
木
宗
雄
は
じ
め
に
註
②
前
掲
論
文
）
。

趣
　
『
類
聚
符
宜
抄
』
天
暦
三
年
六
月
二
二
日
官
符
に
よ
る
と
、
己
分
解
由
を
与
え

　
た
場
合
に
は
「
前
司
規
納
己
分
差
毛
」
を
造
進
し
、
己
分
を
填
黒
し
た
こ
と
が
確

　
認
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
『
北
山
抄
』
巻
一
〇
古
今
定
功
過
例

　
な
ど
か
ら
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
実
際
に
は
話
中
の
怠
を
堀
納
さ
せ
な
い
ま
ま
後
司

　
が
前
司
を
放
還
す
る
例
は
跡
を
絶
た
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
り
、
こ
う
し
た
こ
と
が

　
以
降
に
お
い
て
も
受
領
功
過
定
の
場
で
の
勘
解
由
勘
文
の
審
議
を
必
要
と
し
た
理

　
由
で
あ
ろ
う
。

⑱
　
『
江
次
第
紗
』
第
四
定
受
領
功
課
事
。

⑰
　
薪
委
不
動
穀
に
つ
い
て
は
、
渡
一
辺
晃
宏
「
平
安
時
代
の
不
動
穀
」
（
『
史
学
雑
誌
隔

　
九
八
－
一
二
、
一
九
八
九
年
）
を
参
照
し
た
。

薗
　
『
些
些
符
宣
抄
』
。

＠
　
『
政
事
要
略
』
応
和
三
年
閏
一
二
月
二
八
日
官
符
。

⑳
　
渕
上
に
つ
い
て
は
、
川
本
龍
市
「
正
蔵
率
強
制
と
率
分
所
」
（
『
弘
前
大
学
国
史

　
研
究
隔
七
五
、
一
九
入
三
年
）
を
参
照
し
た
。

⑪
　
『
朝
野
群
載
』
巻
二
八
。
な
お
、
大
津
総
掛
は
、
す
で
に
『
西
宮
記
』
『
北
山

　
抄
』
に
功
過
定
の
審
議
対
象
と
し
て
斎
院
聖
祭
料
が
み
え
る
の
で
、
康
和
三
年
は

　
応
和
三
年
ま
た
は
康
保
三
年
の
誤
り
で
は
な
い
か
と
さ
れ
て
い
る
（
大
津
透
は
じ

　
め
に
註
②
前
掲
論
文
）
。

⑫
　
『
北
山
抄
』
巻
一
〇
給
官
事
。

⑳
　
先
の
定
文
書
様
に
は
み
え
な
い
が
、
長
保
元
年
（
九
九
九
）
に
は
修
理
職
か
ら
、

　
長
保
三
年
（
一
〇
〇
一
）
に
は
穀
倉
院
か
ら
、
長
元
元
年
（
一
〇
二
八
）
に
は
大

炊
寮
か
ら
勘
文
が
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
（
『
朝
野
群
載
』
巻
二
入
）
、
治
安
三
年

　
（
一
〇
二
三
）
に
は
絹
撲
人
の
進
不
勘
文
の
提
出
も
命
じ
ら
れ
て
い
る
（
『
小
右
記
』

　
治
安
三
年
四
月
二
四
日
条
）
。
な
お
、
『
朝
野
群
載
』
巻
二
王
に
版
め
る
正
蔵
率
文

　
所
以
下
の
諸
司
の
勘
文
は
貢
納
年
限
の
み
を
記
し
て
お
り
、
前
司
の
成
績
と
の
比

　
較
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。

⑭
　
「
近
年
之
間
、
勘
二
公
文
一
成
レ
功
之
輩
、
已
以
済
々
」
「
近
代
済
レ
審
之
者
甚
多
」

　
（
『
北
山
抄
葡
巻
一
〇
給
官
事
）
と
述
べ
ら
れ
た
際
の
「
勘
公
文
」
「
済
事
」
は
こ

　
れ
ら
も
含
む
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
こ
れ
ら
の
公
文
を
勘
済
す
る
こ
と
は
さ

　
ほ
ど
困
難
な
こ
と
で
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
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㊥
　
『
続
左
丞
抄
』
治
承
二
年
七
月
～
．
八
瞬
宮
寺
所
引
延
長
四
年
五
月
二
七
日
符
。

⑯
　
大
津
透
は
じ
め
に
註
②
前
掲
論
文
、
同
「
平
安
鯵
代
収
取
制
度
の
研
究
」
（
『
田

本
史
研
究
』
三
三
九
、
…
九
九
〇
年
）
。
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お
　
わ
　
り
　
に

　
最
後
に
、
本
稿
の
ま
と
め
と
今
後
の
課
題
に
つ
い
て
述
べ
て
お
き
た
い
と
思
う
。

　
令
制
本
来
の
国
司
考
課
制
度
は
、
国
司
四
等
官
全
員
を
対
象
と
し
、
国
政
全
般
を
評
価
の
基
準
と
し
て
行
わ
れ
た
。
し
か
し
、
八
世
紀
末
以

降
、
調
庸
の
違
期
・
未
進
や
正
税
の
欠
負
な
ど
、
令
制
本
来
の
地
方
支
配
が
次
第
に
困
難
と
な
り
、
ま
た
、
国
政
に
関
す
る
権
限
や
責
務
が
受

領
に
集
中
し
て
、
任
用
は
国
政
か
ら
疎
外
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
結
果
、
国
司
の
考
課
制
度
も
大
き
く
変
化
し
、
仁
和
四
年
官
符
を
契
機
と
し

て
、
受
領
の
み
を
対
象
と
し
、
樗
蚕
・
雑
米
な
ど
の
財
政
的
な
事
柄
を
評
価
の
基
準
と
し
て
、
責
任
範
囲
を
任
中
分
に
限
定
し
た
新
し
い
考
課

制
度
、
す
な
わ
ち
受
領
考
課
制
度
が
成
立
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
解
由
制
度
の
維
持
が
困
難
と
な
る
な
か
で
、
天
慶
八
年
（
九
四
五
）
に
は

任
中
に
お
け
る
国
内
の
正
税
宮
物
の
増
減
の
有
無
も
評
価
の
基
準
に
加
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　
し
か
し
、
現
実
に
は
調
庸
・
雑
誌
惣
返
抄
や
正
税
帳
な
ど
の
公
文
を
規
定
通
り
に
勘
済
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
り
、
延
出
凪
三

五
年
（
九
～
五
）
に
な
る
と
受
領
功
過
定
が
始
ま
り
、
主
計
・
主
税
寮
か
ら
大
勘
案
が
提
出
さ
れ
て
、
前
司
の
成
績
と
の
相
対
的
評
価
で
も
っ
て

考
課
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
一
〇
世
紀
後
半
に
な
る
と
現
実
の
貢
納
を
伴
わ
な
い
ま
ま
調
庸
・
仁
心
惣
返
抄
や
正
税
帳
な

ど
の
公
文
を
勘
済
す
る
受
領
が
増
加
し
、
主
計
・
主
税
大
無
文
を
用
い
て
の
相
対
的
評
価
は
意
味
を
も
た
な
く
な
っ
た
。
そ
の
結
果
、
当
初
と

異
な
り
受
領
功
過
定
の
場
で
は
そ
れ
ら
の
公
文
は
勘
済
年
限
が
確
認
さ
れ
る
だ
け
で
、
勘
解
由
勘
文
が
そ
こ
で
の
審
議
の
中
心
と
な
る
の
で
あ

る
。
一
方
、
貢
納
量
の
減
少
に
よ
り
政
府
は
財
政
構
造
の
再
編
成
を
余
儀
な
く
さ
れ
、
最
低
限
必
要
な
も
の
に
つ
い
て
は
率
分
・
斎
院
複
祭
料

な
ど
と
し
て
、
あ
る
い
は
成
功
に
よ
っ
て
確
保
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
受
領
功
過
定
で
の
審
議
項
目
の
増
加
は
こ
う
し
た
政
府
の
財
政
政
策
の

転
換
と
連
関
す
る
も
の
で
あ
る
。



　
本
稿
は
、
受
領
考
課
制
度
の
成
立
及
び
そ
の
後
一
〇
世
紀
後
半
に
お
け
る
展
開
過
程
に
つ
い
て
論
じ
た
も
の
で
あ
る
。
故
に
、
次
に
は
一
一

世
紀
以
降
受
領
考
課
制
度
が
ど
の
よ
う
に
変
容
す
る
か
が
問
題
と
な
ろ
う
。
ま
た
、
本
稿
は
制
度
面
を
中
心
に
受
領
考
課
制
度
に
つ
い
て
検
討

を
加
え
た
も
の
で
あ
り
、
従
っ
て
、
今
後
は
受
領
の
任
用
・
考
課
の
具
体
的
な
実
態
解
明
を
行
う
必
要
が
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
は
い
ず
れ

も
今
後
の
課
題
と
し
、
ひ
と
ま
ず
本
稿
を
終
え
る
こ
と
に
し
た
い
。

（
付
記
）

本
稿
は
一
九
九
｛
年
度
文
部
省
科
学
研
究
費
奨
励
研
究
（
A
）
「
平
安
時
代
に
お
け
る
受
領
国
司
制
度
の
研
究
」
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
愛
媛
大
学
助
副
教
団
捜
　
　
愛
版
駿
県
松
肉
需
凱

受領考課制度の成立と展開（寺内）
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The　Formation・　and　Development　of　the　Efficiency

　　　　　　　　　Rating　System　of　Governer受領

by

T琶RAucHI　Hirosh三

　　The　original　Rituryo律：令eMciency　rating　system　of　iocai　goverment

official国司was　intended　for　all　four　o缶cials四等官，．　and　its　criterion

of　rating　was　local　administration　en　the　whole．　Bqt　froin　the　end　of

8th　century　onward　the　origina1；Rituryo律令10cal　administration

gyadually　got　into　troble　by　the　expiration　and　outstanding　of　Chou－You

調庸and　ioss　of　Shouzei．正税．　The　power　and　responsibility　concermng

goverment　concentrated：on　Governer受領，　and　the　other　officials　were

alienated　from　the　goverment．　ln　consequence’the　efficiency　rating

system　changed　largely．　With　the　promulgation　of　the　othcial　document

官符of　the　forth．year　of　Ni　nna仁和，　a　new　system　of　ethciency「ating

was　formed．　This　so　called　eMciency　rating　system　of　Governer受領，

which　was　intended　for　only　Governer受頭，　made　financial　afεairs　such

as　Chou－You調庸and　Zoumai斗米its　criterion　of　rating　and　limitecl

tlie　extent　of　responsibility　to　the　term　of　office．　While　continuing　the

system　of　Geyu解由becalne　di田cult，　in　Tengyou天慶8（945）increase

and　decrease　of　taxes　and　other　public　charges正税官物in　the　province

during　the　term　of　othce　was　added　to　the　criterions　of　rating．

　　But　in　fact　it　seems　to　have　been　diMcult　to　examine　othcial　docu－

ments公文such　as　Chou・You　Zoumai－Souhensyou調庸・雑米中返抄and

Shouzei－ChOu正税帳according　to　the　rules．　In　Engi延喜15（915）the

ethciency　rating　conference　of　Governer受領started．　The　documents

of　Da圭一K：a・llmo・II：大町文were　presented　by　Shukei－Ryou主計寮and　Shuze圭一

Ryou主税寮，　and　the　e田ciency　rating　came　to　be　conducted　in　relation

to　the　efficiency　of　former　othcial．　But　in　the　secod　half　of　the　10　th

cent∬y　the　Gover　ner，　who　examined　official　documents公文such　as

Chou－You　Zoumai－Souhensyou調庸・惣返抄without　reai　payment，　incre・

ased，　and　the　relative　rating　according　to　Syukei　and　Syuzei　Dail〈anmon

主計・主税大勘文became　meaningless，　As　a　result，　the　e組ciency　ratin彗

conference　of　Governer受領consisted　of　nothing　more　than　confirming

the　term　examination　of　the　documents　and　Kageyu・Kanmon勘解由勘文
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was　put　in　the　center　of　conference．　On　the　other　hand，　the　goverment

was　forced　to　recongnize　its　financial　stracture　owing　to　the　decrease　of

payment，　and　secure　the　minimum　sorce　of　revenue　by　means　of　Ritubun

率分and　Saiinkeisairyou斎院旗祭料or　sale　of　oMces成功．　The　increase

of　items　in　the　eMciency　rating　conference　of　Governer　was　connected

with　this　change　of　financial　policy　by　the　goverment．

The　Political　Change　of　Debate　on　the　Expedition

　　　　　to　Korea征韓論and　the　Korean　Policy

by

TAKAHAsHI　Hidenao

　　Since　the　second　half　of　the　1970’s，　doubts　have　been　cast　upon　the

orthodox　view　about　the　political　change　of　debate　on　the　expedition

to　Korea征群論，　thus　stimuiating　scholars’interest　in　the　subject，　This

article　intends　to　place　this　political　change　justly　in　the　whole　frame

of　the　Korean　problem．

　　The　Government　contained　within　itself　opposing　opinions　as　to　the

Korean　problem　since　September　1873－the　group　of　Saig6　insisted　on

an　expeditlon　to　Korea，　whi1e　that　of　Okubo，　Kido，　lwakura　and　others

opposed　it；　the　latter　sustained　a　priority　for　the　inland．　ln　a　Cabinet

session，　however，　the　group　of　Okubo　modified　its　original　stand　and

shifted　to　a　compromising　postponement　of　an　expedition．　The　aim　of

this　shift　was　to　avoid　a　break－up　with　Saigo　who　got　the　wrong　idea

from　the　Cabinet　decision　made　on　August　17　and　brooded　over　it．

Nevertheless，　this　compromise　on　the　part　of　Okubo　turned　out　to　be

not　enough　to　convince　Saig6，　and　consequently　did　not　avoid　a　division

of　the　Governrnent　and　a　Political　change．　Although　the　group　of　Okubo

won　the　political　change，　the　new　govem皿ent，　bound　by　its　own　assertion

made　in　the　Cabinet　meeting，　obliged　itself　to　execute　an　expedition　to

Korea　before　long．
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